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振
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よ
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の
一
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で
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上
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地

方

の

農

村

市

場

町

寺

尾

誠
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1

一
、

後

進

型

農

村

市

場

町

の

諸

類

型
 

ゾ

:

——

社

会

的

分

業

の

展

開

と

関

連

し

て

/

我
々
は
既
に
前
節
に
お
い
て
、

エ
.ル
ベ
河
の
東
部
•
上
ラ
ゥ
ズ
ィ
ッ
ッ
地
方
の
農
村
市
場
町
の
停
滞
的
成
長
を
確
認
し
、
そ
の
’最
大
の
原
因
を
. 

農
業
制
度
の
内
部
構
造
の
特
殊
性
に
求
め
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
地
方
特
有
の
農
村
社
会
と
こ
れ
を
基
盤
に
近
世
初
期
に
.成
立
す
石
独
自
の
封
建
反

/

 

■か
み

動
体
制
こ
そ
、

エ
ル
べ
河
以
西
の
.ザ
ク
セ
ン
地
方
と
上
ラ
ゥ
ズ
ィ
ッ
.ッ
地
方
の
農
村
市
場
町
や
農
村
都
市
の
成
長•

発
展
を
箸
し
く
異
な
つ
た
も 

の
と
し
た
の
で
あ
る
。
.

■
 

.
? 

.

.
と
こ
ろ
で
両
地
方
の
農
村
市
場
町
成
長
の
対
照
的
姿
は
、
社
会
的
分
業
の
展
開
.度
に
も
大
き
く
依
存
.し
て
い
る
。
マ
ッ
ク
ス
，
ゥ
ェ
ー
バ
ー
は

「

農
業
制
度
と
資
本
主
義」

と
い
.ぅ
講
演
で
東
西
ド
ィ
ッ
の
資
本
主
義
成
*'
過
程
相
違
の
要
因
を
あ
げ
て
い
る
。
彼
は
そ
こ
で
農
業
制
度
の
伝
統

• 

.

.

.

.

.

.

.

.

と
共
に
、
社
会
的
分
業
の
進
展
度
、
特
に
自
然
条
件
：に
'基
^
社
会
的
分
業
展
開
の
多
様
性
を
決
定
的
要
因
と
し
て

あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
西 

部

•
南
部
.の
ド
ィ
：ッ
で
：は
比
較
的
綾
や
か
な
封
建
領
主
制
と
自
然
条
件
の
多
様
さ
に
基
く
社
^.
的
分
業
の
展
開
が
、：

極
め
て
集
約
的
農
民
的
商
品

エ
ル
べ
以
東
•

上
：ヲ

.*
>
.
x

i

v
ッ
地
方
の
農
村
市
場
町
.
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生
産
を
実
現
レ
た
。
そ
の
集
約
性
は
、
最
少
の
共
同
体
内
部
及
び
そ
の
相
互
の
間
の
.商
品
交
換
に
ょ
っ
て
特
徵
、、つ
け
ら
れ
る
。

-
れ
に
対
し
て
土 

ル
べ
以
東
の
ド
イ
ツ
ぼ
、
ス
ラ
ブ
人
定
住
地
へ
の
特
殊
な
植
民
地
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
極
め
て
特
殊
な
厳
し
い
封
建
領
主
制
が
徐
々
に
形
成
さ
れ 

.:?>
,
き
ら
^
と
'
 
の
地
方
..の
_
然
条
件
の
単
.ー：性
に
基
き
”
：.同
：‘.ブ 

た
■め
商
品
経
済
は
主
.に
グ
.
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I
ツ
へ
；ル
：の
手
に
独
占
さ
れ(

 
'か
：く
し
.：て
農
民
に
ょ
.っ
..て
担
わ
れ
る
集
約
的
.，
地
方
的
商
品
経
済
の
.発
達
は
著
1.
く
遅
れ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
.

V...
-

.
以
上
の
ゥ

H.

丨
バ
ー
の
伖
説
は
、
我
が
#
フ
ヴ
ズ
イ
ツ
ツ
地
方
に
つ
_い
て
::
%
、へ
：そ
の
；正
：し
さ
を
確
認
し
ぅ
る
。
第1

に
す
で
に
見
た
農
業
制
度 

わ
け
て
も
共
同
体
と
封
建
領
主
制
の
.内
部
構
造
の
特
殊
性
に
お
い
て
。
第
一
一
に
以
下
考
察
ず
る
社
会
的
分
業
の
展
開
の
弱
さ
、..そ
の
単
一
的
傾
向

に
お
い
て
，

-

:.
.:

:

^

と
こ
ろ
で
今
第
九
図
を
み
る
と
、
...エ
ル
.ベ
河
以
西
◎
ザ
ク
セ
ン
地
方
と
エ
ル
べ
河
以
東
の
她
方
、
特
に
上
ラ
ゥ
ズ
イ
ツ
ツ
.の
間
に
は
、
社
会
的 

分
業
の
展
開
の
度
合
が
著
し
く
相
異
な
る
こ
と
が
判
^
。
こ
れ
は
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
の
マ
ニ
ー 

ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ァ
の
所
在
地
を
示
す
地 

図
で
あ
る
が
、

エ
ルr

以
西
で
は
実
に
多
様
な
：

S

会
的
分
業
の
発
達
が
み
ら
1
V

す
な
わ
ち
諸
繊
維
.工
業
.(

毛
織
物
、
綿
織
物
、絹
織
物
、麻
織
物) 

の
広
範
に
発
達
し
た
中
部
丘
陵
地
帯
を
中
心
に
、，
最
終
加
エ
業
も
含
め
た
繊
維
卫
業
と
澱
粉
，
煙
草
、
皮
革
等
農
業
と
関
連
の
あ
る
諸
加
工
業
の 

普
及
し
た
北
部
平
野
地
帯
、
諸
繊
維
エ
業
や
そ
か
原
料
加
エ
業
と
入
り
交
り
つ
つ
独
自
の
^
展
_を
と
げ
た
.諸
金
属
加
工
業
.

(

刃
物
、
錫
の
匙
、
武
器
、
 

.真
鍮
，
時
計)

の
南
部
山
岳
地
帯
と
実
に
密
度
の
高
'い
社
会
的
分
業
の
展
開
が
.み
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
エ
ル
べ
以
爽
特
に
上
ラ
ゥ
ズ
イ
ツ 

ツ
也
方
で
は
、
ガ
ラ
ス

,染
色
工
業
の
僅
か
な
発
展
し
か
み
ら
れ
ぬ
中
部
以
北
の
丘
陵
.
平
野
地
帯
と
諸
繊
維
工
業(

特
に
麻
織
物
を
中
心
と
す
る) 

が
比
較
的
盛
ん
な
南
部
丘
陵
•
山
岳
地
帯
の
対
照
は
み
ら
れ
る
に
し
て
も
、
全
体
と
し
て
社
会
的
.分
業
の
発
達
は
弱
く
、
農
業
を
中
心
と
す
る
単 

調
さ
が
特
徴
的
'で
あ
る
'°
-:
:
;
?
. 

へ

'
以
上
の
両
地
方
.の
社
会
的
分
業
の
展
開
度
の
対
照
的
姿
は
、
基
本
的
に
両
地
方
の
農
業
制
度
の
著
し
い
相
違
に
ょ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
農
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'業
制
度
と
社
会
的
分
業
の
発
達
の
著
し
い
相
違
こ
：そ
:'
両
地
方
の
直
接
生
産
者
、
特
g

-«
民
の
小
商
品
生
§

と
：し
；て
の
成
長
の
相
違
を
結
果
n

し
、：
ひ
い
.て
は
、
.' 両
地
方
の
商
品
生
産
或
い
は
地
方
内
の
集
約
的
商
品
経
済
の
発
展
：の
相
違
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
'す
な
わ
ち
エ
ル
べ
以
西
の
ザ

• 

.

.

.

. 

-
'
'
-

ク
セ
ン
.に
お
い
て
は
、
.曲
り
な
り
に
も
独
立
自
営
の
農
民
層
の
広
範
な
存
在
と
局
地
的
市
場
圏
の
或
る
程
度
の
成
：泣
に
象
徴
さ
机
る
集
約
的
商
品

(

">
:

■
5}

!>
>み

経
済
の
進
展
が
み
ら
れ
.る
の
に
対
し
、

エ
ル
ベ
以
東
、
特
に
上
ラ
ウ
ズ
ィ
：ッ
ッ
で
は
自
営
農
民
層
の
压
殺
と
こ
れ
に
基
く
極
め
て
特
殊
な
領
主
的 

I

経
済
i

こ
'れ
と
共
存
す
る
停
滞
的
な
小
商
品
経
済
の
存
在
が
特
徴
的
で
あ
る
。
い

わ

ゆ

る

両

地

方

复

，姿
も
、
.こ
の
.よ
う
な
社
会
的
分
業
と
と
れ
に
基
く
商
品
経
済X

市
場
経
済)

の
発
達
の
相
違
に
よ
る
こ
と
は
い
ぅ
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
ぅ
な
エ

ル
べ
河
を
挾
ん
だ
电
部
ド
ィ
.：ッ
の
商
品
経
済
の
質
的
相
違
.に
つ
い
て
、
.グ
ス
タ
フ
•
ア
ウ
-.
'
'
'

ハ
ン
と
ア
ル
ノ
！

ク
ン
ッ
ヱ
は
彼
等
.の
共
同
著
作

-
.
. 

: 

.■' 

, 

. 

_

(

!1
-
:
6

)
「

ッ
ン
フ
ト
購
買
办
時
代
の
.東
部
中
独
に
.お
け
る
麻
織
物
生
産
と
そ
の
販
売」

の
.中
で
：次
の
よ
ぅ
な
甚
尤
興
味
あ
る
叙
述
を
展
開
し
て
い
る
0
す 

な
わ
ち
彼
等
は
'工.ル
べ
を
境
.ぃ
に
し
_て
東
西
の
.地
方
.に
.お
い
：て
等
し
く
麻
織
物
を
始
め
と
す
る
繊
維
エ
業
が
発
展
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
な

, 

.

.

.

.

. 

V
.
'
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.
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•
.

お
エ
ル
べ
以
西
の
地
方
で
は
广
繊
縦
製
品
の
競
#
的
販
売
機
会eine Reihe Konkmrierender.Absatzgelegenheiten

が
多
く
、
生
産
渚
と

-

へ

-
.
-'■
■•
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.

か
み

.

.

商
人
の
間
で
は
ッ
ゾ
フ
ト
購
買
と
共
に
自
由
：だ
個
別
契
約
も
可
能
で
、
し
.か
も
そ
の
契
約
.は
短
期
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

エ
ル
べ
以
東
の
上
ラ
ウ 

:

ズ
ィ
ッ
：ッ
'で
は
遠
隔
地
商
人
'&
?

び
.そ
そ
の
代
理
人
に
よ
、る
厳
格
な
ッ
ン
フ
ト
購
買
が
実
現
し
、
生
産
者
の
立
場
は
か
な
り
不
利
で
あ
っ
た
と
し
て
い 

る
。
こ
の
事
実
は
、
^
地
ガ
：の
小
商
品
経
済
の
進
展
の
質
的
差
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
ぅ
。
ぃ
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
我
々
が
前
節
で

,

• 

- ■ 

' 

. 

•
 
.
 

/
 

1

1 

'
f
.
J
\ 
-
K
-

確
認
し
た
よ
ぅ
に
、
±?
*
ラ
ウ
ズ
1
ッ
ッ
地
方
の
商
品
経
済
は
.、
最
も
進
ん
だ
南
部
デ
ウ
ズ
ィ
ッ
ッ
地
域
も
含
め
て
、
よ
り
封
建
的
、
' 前
期
的
性
格
¥

,

(

注 

7

)

.

.

.

を
帯
び
て
い
た
と
い
え
る
。
：

：
-
.

,'
:
-
'
: 

.

:■
さ
て
そ
こ
で
、
1
|ラ
ウ
ズ
ィ
ッ
ッ
地
方
内
部
の
：商
品
経
済
の
質
及
び
進
展
の
度
合
の
相
違
.に
つ
'い
て
考
察
し
よ
ぅ
。
こ
の
地
方
内
部
、
特
に
中 

部
か
ら
北
部
に
：か
け
て
の
地
域
と
中
部
か
ら
南
部
に
.か
け
て
の
地
域
の
間
に
は
、
農
村
市
場
町
の
成
長
に
つ
い
て
或
る
程
度
対
照
が
，見
ら
れ
る
。
 

前
者
に
お
け
る
領
主
直
営
農
湯
集
落
の
農
村
市
場
町
化
：の
.強
い
.傾
向
と
後
者
.に
お
け
る
そ
の
傾
向
の
相
対
的
弱
さ
が
そ
れ
で
あ
る
0
そ
し
て
こ
の

相
違
は
、
方
形
耕
地
、
.方
形
と
線
型
.の
耕
地
、
長
方
形
の
耕
地
、
艰
在
耕
地
等
の
農
地
の
村
々
と
森
林
フ
ー
へ
耕
地
の
村
と
い
う
農
村
共
同
体
の 

在
り
方
と
こ
.れ
と
関
連
し
た
騎
士
農
場
の
比
重
の
強
さ
と
に
よ
る
こ
と
，も
‘、
す
で
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
へ
そ
れ
と
.共
に
両
地
域
の
農
村
市
場
の
成 

長
の
比
方
に
差
異
を
も
た
ら
し
た
€>
-
•は
、
'
 

社
会
的
分
業
の
展
開
と
こ
れ
に
基
く
商
品
経
済
の
進
展
の
仕
方
だ
と
い
え
よ
う
。.
第
九
図
で
明
ら
か
な

よ
う
に
'
 

中
部
か
ら
南
部
に
か
け
て
は
、.麻
織
物
業
を
中
心
と
す
る
繊
維
工
業
が
盛
ん
で
1あ
り
'
 

単
一
型
の
生
産
地
帯
で
あ
る
上
ラ
ウ
ズ
ィ
ツ
ツ

......

地
方
の
中
.で
は
例
外
的
に
社
会
的
分
業
が
、
進
展
し
た
地
域
で
：あ
る
。
.こ
れ
に
対
し
中
部
よ
り
北
部
に
か
け
で
は
、
農

業

$

穀
生
産
を
中
心
と
す 

る)

以
外
の
産
業
が
殆
ど
興
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
'

-

:

以
下
我
々
は
中
部
よ
り
南
部
に
か
'け
て
の
麻
織
物
工
業
の
発
達
の
.過
程
と
中
部
：よ
り
北
部
地
域
の
主
榖
生
產
の
在
り
方
を
'分
析
し
、
両
地
域
の 

商
品
経
済
の
差
異
を
浮
彫
り
に
し
て
み
た
^:
:

A

、
南

部

麻

織

物

工

業

地

帯

- 

:
ま
ず
中
部
よ
り
南
部
の
麻
織
物
エ
業
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
先
来
こ
の
地
域
の
麻
織
物
生
産
は
、
中
部
よ
り
南
部
の
丘
悛
山
地
地
帯
の
地
理 

及
び
気
候
の
_
然
条
件
の
下
で
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
顕
著
な
発
展
の
み
ら
れ
た
の
ば
、
十
四
世
紀
末
葉
以
来
で
あ
り
、
特
に
十
六
世
紀
か 

ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
全
盛
期
に
達
す
る
。
こ
の
場
合
十
六
世
紀
迄
は
、農
村
に
お
け
る
麻
栽
培
と
«
^
、都
市
に
お
け
る
癲
物
•

漂
白

•

染
色
エ

(

注
8)

程
と
い
う
中
世
都
市
的
局
地
間
分
業
関
係
が
支
配
的
で
あ
る
。
例
え
ば
ツ
ィ
タ
ウ
市
の
千
三
百
九
十
年
の
麻
織
工
条
例
が
そ
れ
に
依
っ
た
と
想
わ 

れ
る
シ
ユ
レ
ジ
エ
ン
の
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ド
一
一
ツ
ツ
の
麻
織
工
条
例
第
三
条
に
は「

何
者
も
歳
市
以
外
の
機
会
に
織
布
業
者(czichenernziechir)

(

注
9

)

に
萬
す

る

敷

布
.

テ
ー
ブ
ル
ク
ロ
ス
、
バ
ル
ケ
ン
ト
織
物(

木
綿
と
麻
の
綾
織)

を
販
売
し
て
は
な
ら
な
い」

と
規
定
さ
れ
、
こ
れ
と
略
々
同
様
の 

規
定
が
千
五
百
六
十
九
年
ツ
ィ
タ
ウ
市
の
ツ
ン
フ
ト
規
約
第
十
二
条
に
も
み
ら
れ
る
:0
そ
と
で
は
以
上
と
同
様
の
規
定
に
引
き
続
き
、「

織
布
業 

者
を
通
じ
て
市
場
で
手
に
入
れ
う
る
粗
麻
布
を
週
間
三
十
工
ル
レ
.以
下
で
も
裁
断
し
切
り
売
り
し
て
は
な
ら
ぬ
。
但
し
誰
で
も
漂
白
麻
布
を
週
間 

に
、
販
売
し
、
切
り
売
り
し
、
裁
断
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
.…

」

と
の
べ
.て
n

又
同
じ
敗
約
の
第
十
一
条
に
は「

我
等
の
マ
イ
ル
領
域(

都 

.
ェ
ル
べ
以
東
•
上
ラ
ウ
ズ
ィ
ツ
ツ
地
方
の
農
村
市
場
町
㈡ 

i 

ニ

五(

七
一
七)



w:
:2
l
区
域
_

注
-

内̂
め
薺
は
"誰

名

そ

：
の
、
手
0:
業
.
お̂
ー
：い

戈

ー
て
は
な
ら
な
い-;

'0

ま
&

他
所
者
は
歡
も
ギ
ル"

ド
に
対
し
麻
糸
を
出
し.

入
ー
れ
1>
:、：へ
織
布
業
者
め
上
記
の
親 

-(

6
1

) 

，

. 

.

.い
；こ…

.」

-

:

と
あ
.

る
。::
'ま
た
中
部
地
方
の
麻
織
物
業
，の
中
心
都
市
バ
|ウ
ッ
.エ：：.ン
の
千
五
首
六
十
.

i

年

■(

そ
れ
以
降
千
五
亩
七
十
九
年
、千
五
百
八
十
六
年
、
 

千
.五
首
.九
十
六
年
も
同
じ
も
の)

：の
麻
織
工S'

条
例Q

中
に
.も

.

「

;1
:
.昔
通
'•■
(
?麻
糸
は
自
由
な
市
場
，に

.

(auf freyeui Markte
)

も
た
ら
さ
る
ベ
き
で

• 

• • 
- 

- 

.

.

.

'

.

.

I

'

'

.

.

 

. 

. 

»

::

あ
る
；

j

と
あ
り
、
さ
ら
に
こ
め
自
由
市
場
に

つ
い

.て
も
歳
市
と
週
市
.と
い
う
中
世
都
市
の
市
場
制
度
.を
意
味
す
る
こ
と
が
、

.

は

°
き
り

の
.ベ
ら
れ 

■て
f

w。
ま
た
ゲ
ル
リ
ッ
ッ
市
の
千
五
百
八
十
七
年
の
'麻
織
工
条
例
に
も「

：
.：
•麻
糸
は
公
け
の
市
場
I

 
0

1 Markte
)

以
外
の
い
か
な
る

(

注
13)

場
所
で
も
販
売
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
：…

…
J.X

と
あ
りV

千
五
百
八
十
九
年
の
条
例
に
も
同
様
め
規
定
が
あ
る
。• 

V 

.こ
の
よ
う
な
都
市
と
農
村
の
.間
の
中
世
都
市
的
分
業
及
び
市
場
の
関
係
は
、
：十
：六
世
紀
後
半
農
村
工
業
と
在
地
商
業
の
発
生
に
よ
っ
て
若
干
浸 

蝕
さ
れ
始
め
た
と
は
い
え
、
な
お
確
固
と
し
た
地
位
を
保
っ
て
い
た
。
：そ
れ
故
に
、パ
ウ
タ
エ
ン
、
'ゲ
ル
リ
ツ
ツ
、
ツ
イ
タ
ウ
、
ラ
.ウ
バ
ン
、
カ
メ 

ン
ッ
、
レ

:-
ウ
の
六
都
市
そ
れ
に
マ
ル
ク
.リ
ッ
サ
、
オ
ス
ト
リ
ッ
へ
ッ
等
の
小
都
市
.は
遠
隔
地
商
人
の
ツ
ン
フ
ト
購
買
の
舞
台
と
な
り
え
た
の
で
あ 

締
°1
4)

こ
れ
は
遠
隔
地
前
貸
商
人
<|
疼
1
6的
疼
.若
し
く
は
そ
の
代
理
人F

a
k
t
o
r
.

が
、
契
約
.で
定
め
た
価
格
で
購
買
予
定
の
麻
織
物
の
代
金
を
、
都 

市
ツ
ン
フ
ト
に
前
払
い
し
、.
都
市
麻
織
工
ツ
.シ
'フ
ト
は
ツ
ン
.フ
ト
成
員
0
年
間
総
生
産
物
或
い
は
一
定
の
品
質
と
量
の
生
産
#
を
供
給
す
る
こ
と 

に
f 

I。
南
ド
イ
ツ(

と
り
わ
け
一1

ユ
ル
シ
ベ
ル
ク)

の
商
人
や
英
国
•
オ
ラ
ン
ダ
商
人
、
後
に
■ハ
ン
ブ
.ル
ク
商
人
等
の
遠
隔
地
商
人
は
、

広
範
な

(

注
16
1 
>■ 

,

代
理
店
制
度
を
採
用
し
て
お
り
、
在
地
の
ッ
シ
フ
ト
は
こ
れ
と
集
団
契
約
を
結
ん
だ
の
で
あ
る
。
.
.
.
こ
う
し
た
ッ
ン
フ
ト
契
約
は
市
参
事
会
ま
た
は 

都
市
領
主
の
側
面
の
支
持
に
よ
'っ
て
有
効
性
を
増
し
た
の
.で
六
都
市
よ
り
も
才
ス
ト
リ
ッ
ッ
の
よ
う
な
小
都
市
で
極
め
て
厳
格
に
実
施
さ
れ
た
と

(

注
17)

い
わ
れ
る
。
.
/

'
•■
■

:

'

.

■

. 

. 
'

.

,

.さ
て
今
第
六
表
：に
ツ
イ
タ
ウ
、
.ゲ
ル
リ
ツ
ツ
、
バ
ウ
ツ
エ

.

.ン
の
三
都
市
の
ツ
ン
フ
ト
加
.入
の
親
方
数
の
変
遷
を
見
る
と
、
十
六
世
紀
末
か
ら
十 

.七
世
紀
初
頭
に
■か
け
て
め
第

.一
回目
の
増
大
の
時
期
と
共
に
十
七
世
紀
後
半
の
第
一
'一
回
目
の
新

た

な増
大
の
時
期
が
存
在
す
る
こ
と
が
判
る
。
都

第六表 :Oberlausitz三大都市麻織工ツンフ 

っ ト 加 入 親 方 数

都市名 

年 代 \
Zittau Gorlitz Bautzen

1390—1519 47 • •••. i'

1519 3 八：.- :
1520
1521—30 9
1531^-40 4
1541—50 9
1551-60 : 2 0
1561-70 20 ；.

1571—80 31 、 7
1581—90 23 14
1591—1600 . 36 , 2 4 46
1601—10 36 61 83
1611—20 39 68 129
1621—30 48 63 62
1631—40： 14 43 20
1641—50 19 26 28

-1651—60 46 57 35
1661—70 51 60 20
1671—80 43 57 27
1681—90 49 68
1691—1700 92 66
1701—10 37 57
1711—20 . 42 55
1721-30 29 20
1731—40； 23 23
1741—50 • 34 23
1751-60 25 . 15
1761-70 11 9
1771—80 12 21

; 1781—90 ； . 11 5
1701—1800 3 20
1801—10 5 9
1811—20 ：? 4
1821—30 1 12
1831—40 1 20
1841—50 ? 12

G, Aubin, Die Leineweberzechen in Zittau, 
Bautzen und Gorlitz, 1915, S. 617,

.

ノ
. 

.

(

注
13)

 

'

:
'

」

市
麻
織
工
れ
明
白
な
衰
退
は
十
八
世
紀
の
：ニ
十
年
代
か
ら
始
り
、
十
八
世
紀
後
半
に
本
格
的
と
■な

っ

て

い

；
：

:;,
:
.-
'
と
こ
ぢ
で
中
世
都
市
の
麻
織
物
3:
業
が
十
_七
世
紀
後
半
の
第
：ニ
：の
興
隆
期
を
迎
；え
：た
頃
、：、
そ
れ

村
、
特
.に
東
南
部
の
農
村
地
帯
で
は
麻
織
物
工
業
そ
の
も
の
；が
発
展
し
て
ぐ
る
。
.，元
来
中
世
都
市
の
，■市
場
規
制
が
厳
し
く
、'
麻
織
物
製
品
が
ツ
ン 

フ
h
契
約
で
販
売
さ
れ
て
い
た
十
六
世
紀
後
半
.に
、
す
：で
^
農
村
肉
で
麻
糸
の
売
買
が
行
な
わ
れ
、：

「

麻
糸
密
売
商
人G

a
r
l
u
p
l
e
r

の
活
躍
は
.め

.
■ 

'. 

■ 

.

.(

注
19) 

- 

ざ
ま
し
く
、
農
村
の
あ
ち
こ
ち
'に
も
ぐ

り
の
市
場
！
^

i
n
c
k
e
l
m

PIrK
e

が
開
か
れ
て
い
た
.0
例
え
ば
千
五
百
六
十
一
年
の
、、ハ
ゥ
ツ

ヱ

ン

市

^

^

エ

条
例
に
は「

麻
織
工
と
麻
糸
商
人
は
次
の
ょ
ぅ
に
決
議
し
た
、
す
な
わ
ち
麻
糸
商
人
は
、
周
辺
の
市
場
及
び
周
辺
の
村
々
に
お
い
て
麻
糸
の
註
文

\

を
と
り
買
取
っ
て
は
な
ら
ず
、
そ
ぅ
し
た
行
為
を
中
止
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
麻
糸
は
昔
通
り
自
由
な
市
場
に
も
た
ら
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る」

と
^
|^2
0
。
ま
た
ゲ
ル
リ
ッ
ッ
市
千
五
百
八
十
七
年
の
麻
織
工
条
例
に
も「

第
一
に
麻
糸
が
大
量
に
家
々
に
も
ち
こ
ま
れ
、
都
市
の
門
の
手
前
で
販

エ
ル
べ
以
東
•
上
ラ
ゥ
ズ
ィ
ッ
ッ
地
方
の
農
村
市
場
町
：

0
： 

ニ
七

(

七
一
九)

.



.
売
さ
れ
て
お
り
、
手
工
業
と
都
市
一
般
に
損
害
を
与
え
る
に
至
っ
て
お
る
が
、
以
後
か
が
る
も
ぐ
り
の
市
場solche w

i
n
c
k
e
l
m

:̂r
k
t
e

は
廃
止
さ

.る
べ
き
で
あ
り
ノ
麻
糸
は
公
け
の
市
場
の
a

& offenen M
a
r
k
t
e
:

以
外
の
瘍
所
で
は
販
売
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
.
.：
：」

と
あ
り
、
千
五
百
八
十

(

f

e21)

 

-
.

:-
:
:九
年
の
条
例
に

.%
伺
様
：の
規
定
が
：あ
る
。：、
ま
た
千
五
百
四
十
六
年
の
ツ
.ィ
タ
ウ
；の
麻
織
ェ
ツ
ン
，フ
ト
に
は
才
イ
ビ
' ン
修
道
院
に
：以
前
属
し
て
い
た

广
村
々
の
i

麻
織
工
が
若
干
含
ま
れ
て
い
！
1。
："さ
ら
に
.千
5:
亩
：ー

)

1ー
十
四
年
に
は
諳
都
市
と
騎
士
階
級
と
の
間
で
行
な
わ
れ
た
調
停
ェ
作
の
結
果
農

"歲

織

H

は
#

^
の
.需
要
目
当
に
生
産
す
る
限
り
、；
許
.さ
れ
る
：こ
>:
、と
な
，.っ
：た
'.
0
:
:
但
1>
彼
等
.の
製
品
を
都
市
の
市
場
に
持
参
し
た
り
、
都
市
市
民

■

、£
23)

:か
ら
の
賃
仕
事
を
1>
て
は
な
ら
ぬ
.と
さ
れ
て
い
る
::
>0
ま
た
千
五
首
七
十
六
年
に
他
所
者
の
前
貸
商
人
<|
6
1
%
6
ブ
が
.農

.

.

. 

.

. 

.

. 

.

.

. 

: 

‘ 

.

.

. 

■ 

..

ょ
う
と
し
た
の
を
、
.ツ
ィ
タ
ケ
市
の
麻
織
ェ
が
挫
折
せ
し
め
て
：：い
る
1>
:
:千
六
百
ニ
十
七
年
に
は
近
_
の
村
々
に
あ
る
織
機
を
息
接
行
動
で
破
壊

(

注
24) 

- 

. 

. 

.

し
て
い
る
o
-'
、
'
: 

:

.

V: 

.

:

- 

.

.

. .

.

.

.
か
み

.
さ
て
こ
う
し
て
最
初
は
麻
糸
の
密
売(
文
字
通
り
.の
自
由
販
売)

：.に
始
ま
づ
た
上
ラ
ウ
'

K

ィ
ツ
ツ
，南
部
寄
り
の
農
村
工
業
の
都
市
手
工
業
へ
の
反

.

.

■

(

t
5 ノ

逆
は
、
十
七
世
紀
に
.、入
る
と
本
格
化
し
、
特
に
三
十
年
戦
争
の
終
了
と
共
に
都
市
手H:

業
の
反
撃
を
か
な
り
無
力
化
し
て
行
く
ょ
う
に
な
る
。
例

■ 

-
■

■

■

■

■

■

■

■

■
 

.

.

.
 

.

.

.

え
ば
千
六
百
五
十
三
年
に
バ
ウ
ツ
ェ
ン
市
所
属
の
修
道
院
や
資
族
の
村
々
に
は
、
;凡
そ
千
二
百
台
を
上
廻
る
織
機
が
存
在
し
て
い
た
し
、
そ
の
内 

ツ
ィ
タ
ヴ
市
周
.辺
だ
け
.で
五
百
台
以
上
の
織
機
が
存
在
し
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
ツ
ィ
タ
ウ
市
参
事
舍
所
属
の
同
市
周
迎
の
村
々
に
お
い
て
は
、

.

.

(

注
26) 

. 

•

.

十
七
世
紀
後
半
に
、
千
五
百
台
も
の
織
機
が
存
在
し
て
い
た
。
：今
こ
の
地
域
の
大
規
模
な
麻
織
ェ
村
落
四
丨
ヵ
村
に
.つ
い
て
麻
織
ェ
と
織
機
の
歴
史
：

一(

注
27)

.

.

. 

' 

.

•

■

.

.

的
変
動
を
み
て
み
ょ
う
。
ま
ず
千
五
百
六
十
六
年
に
は
麻
織
工
の
存
在
の
確
か
め
ら
れ
ぬ
グ
ロ
ス
：
ゾ
ヱ
ナ
ウ
村
で
は
千
六
百
四
十
七
年
に
始
め
.

,.
て
十
六
人
の
織
工
が
存
在
す
る
。
.
'そ
し
て
千
七
百
ニ
十
九
年
か
ら
三
十
年
に
か
け
て
は
七
亩
八
十
ニ
台
の
織
機
を
も
つ
、
こ
の
地
域
で
三
番
目
の

. 

- 

• 

.

.

麻
織
ェ
村
落
に
の
し
上
が
っ
て
い
る
。
ま
た
千
五
百
六
十
六
年
に
七
人
の
織
工
の
存
在
す
る
ザ
イ
フ
へ
ン
ネ
ル
ス
ド
ル
フ
村
で
は
千
六
百
五
十
六 

年
に
二
十
台
の
織
機
、
.千
七
百
一
一
十
九
年
か
ら
三
十
年
に
は
四
百
七
十
四
台
の
織
機
を
持
ち
、
：
こ
の
：地
域
六
番
目
の
麻
織
工
村
落
と
な
っ

て

い
 

.

.，る
。
ま
た
千
.五
首
六
十
六
年
冬
季
に
十
七
人
，
夏
季
に
十
三
人
の
織
.ェ
の
，い
た
ァ
イ
，、ハ
ウ
村
で
は
、
.
.千
六
百
五
十
六
年
に
：は
百
六
台
.
千
七
百
ニ

第七表農村工業村落内の織機数

村 名 織機台数

Alt- u. Neu-Eibau 812
Obor- u. >aederoderwitz 791
Grofischonau 782
Ebersbach 589
Waltersdorf 512
Seifhennersdorf 474'
Mittel-u. Oberherwigsdorf 311
Hirschfelde 252
Dittelsdorf . 236
Bertsdorf - 232
Olbersdorf 216
Jonsdorf 170
Oybin 106

A. Kunze, Vom Bauerndorf zum

十
九
年
か
ら
三
十
年
に
は
七
百
五
十
九
台
の
織
機
が
存
在
し
、
こ
の
地
域
最
大
の
麻
織
工
村
落
と
な
っ
て
い
る
。
.最
後
に
千
五
百
六
十
六
年
に
は 

麻
織
工
の
存
在
を
確
か
め
ら
れ
ぬ
エ
I
ベ
ル
ス
バ
ッ
ハ
村
で

も

、

.千
六
百
五
十
六
年
に
は
五
十
六
台
、
.千
七
百
二
十
九
年
か
ら
三
十
年
に
か
け
て 

五
百
八
十
九
台
の
織
機
の
存
在
す
る
こ
の
地
域
四
番
目
の
麻
織
エ
村
落
と
な
っ
て
い
る
？
今
第
七
表
に
千
七
百
一
一
十
九
年
の
'ッ
ィ
タ
ゥ
市
周
辺
の 

大
農
村
工
業
村
落
内
.の
織
機
台
数
を
示
し
て
お
a

^L
。
こ
れ
を
先
の
第
六
表
の
中
世
都
市
内
の
麻
織
工
数
の
変
動
と
比
較
す
る
と
興
味
深
い
。
す 

な
わ
ち
我
々
は
そ
こ
に
、
.第
二
の
興
隆
期
を
終
了
し
て
す
で
に
衰
退
期
に
入
り
つ
つ
あ
る
中
世
都
市
麻
織
物
業
と
こ
れ
と
反
対
に
十
七
世
紀
後
半 

以
来
急
速
に
発
展
し
、

そ
の
絶
頂
期
に
達
し
た
農
村
麻
織
物
業
の
対
照
的
姿
を
.見
出
す
の
で
あ
る
。

こ
ぅ
し
た
農
村
麻
織
物
業
の
展
•開
は
、
.当
然
中
世
都
市
の
市
場
関
係
を
媒
介
と
し
な
い
商
取
引
の
関
係
を
ひ
き
お
こ
す
。
そ
し
て
こ
の
種
の
商 

取
引
の
担
い
手
と
し
て
の
農
村
在
地
商
人
が
活
躍
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
中
世
都
市
か
ら
み
：れ
ば
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
密
売
商
人waupler

、

縄
張 

荒

しH
u
s
c
h
e
r
、

攪
乱
者stbrer 、

行
商
人H

a
u
s
i
e
r
e
r

で
あ
る
彼
等
は
？
周
辺
農
村
は
勿
論
.ゲ
ル
リ
ッ
ッ
や
ク
ヴ
イ
ス
、
さ
ら
に
は
シ
ユ
レ 

ジ
エ
ン
地
方
に
迄
足
を
伸
し
て
麻
糸
を
_
員
し
、
こ
れ
を
地
元
の
織
工
に
販
売
し
て(

h
¥

と
同
時
に
農
村
内
で
完
成
し
た
麻
織
物
製
品
を
ラ
イ

プ
ッ
ィ
ヒ
、
ド
レ
ス
デ
ン
を
始
め
ベ

I

メ

ン
の
プ
ラー

ク
等
の

諸
都
市
め
メ
ッ
セ 

も
し
く
は
市
場
へ
売
り
こ
ん
で(

い
^

一
例
を
あ
げ
る
と
、
東
南
部
寄
り
の
レ
バ 

ゥ
地
区
の
オッテンハイン

村
に
居
住
す
る
。へ
I

テル，モジック

な
る
男
は
、
 

相
当
.の
麻
糸
取
を
行

.ない、

十
七
世
紀
に
凡
そ
百
五
十
台
の
織
機
の
存
在
し
た

と
思
わ
れ
る
オ
ー
パ
I

•
ク
ン
ネ
ル
ス
ド
ル
フ
村
、
ニ

1
ダ
一
•
ク
ン
ネ
ル
ス
ド 

ル
フ
村
で
多
く
の
織
機
を
作
業
せ
し
め
て
い
た
"
こ
の
男
は
す
で
に
当
時
.ラ
イ
プ 

u
. 

fsc
h
o
l 

I

he
n
nte
l
-
l 

I

 

l
rs
d
o
lin
Ku
n
be
r

d
ッィヒ

の
メ
ッ
セ
を
訪
問
し
て

(

W
/C
3
。
こ
の
他
A 

•ク
ン
ッ

H

は
農
村
在
地
の
麻 

Al
oh
Gr
Et
'
wa
se
i
Mj
Hi
Di
Be
01

Jo
oy
.
A.
w

織
物
商
人
の
存
在
し
た
村
と
し
て
オ
ー
パ
ー

•
ザ
イ
フH

ル
.ス
ド
ル
フ
村
、
オ
ー

エ
ル
べ
以
苋
•
上
.ラ
ゥ
.ス
ィ
ッ
ッ
地
方
の
農
村
市
場
町
：

Q
： 

ニ

九

(

七
ニ
ー)

959, S . 179.
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•
. 

,

、
.
，

. 

三
〇
乂
七
5
ー

)

-

\

1

•
オ~

ダ
I

ヴ
ィ
ッ
ッ
村
、
グ
ロ

ス
•
’シ
エ
ナ
ゥ
村
、
ァ
イ
バ
ゥ
村
、
エー

ベ

ル
ス
バ
ッ
ハ
村
、
ザ
イ
フ
へ
ン
ネ

ル
ス
ド
ル
フ
村
を
あ
げ
、

さ
ら
に
ゾ
I

ラ
ン
.

ト

■

タ
.

ゥ
.

ベ
.

ン
.

ハ
.イ

ム
:

、ゾ
ユ
.

フ..

レ
.

ム
.へ
ル
ク
- > 

コ
.

ッ
ト
マ
ー
ル
：ス
.

ド
ル
フ
.

シ
.

エ
ン
.
.ハ
ツ
.

ハ
カ
レ
シ
へ
..ル
ク
：
ゥ
ア
イ
フ

■

パ：
 

.
.

 

：
.(

注
32)

 

.

ァ
等
の
村
々
も
ド
レ
ス
デ
ン
や
べ
I 
メ
ン
の
諸
市
場
で
麻
織
物
を
販
買
し
て
い
る
。

「

.
'■

と
の
よ
：ぅ
な
社
会
的
分
業
.

の
新
た
な
展
開
の
基
軸
產
業
と
し
て
の
農
村
麻
織
物
業
及
び
こ
れ
に
伴
ぅ
新
し
.

い
商
品
取
引
関
係
の
誕
生
は
、
.
農
村

i 

か
み

内
部
に
も
中
世
都
市
と
は
異
な
る
新
た
な
農
村
市
場
町
、
農
村
都
市
を
成
立
：せ
1>
め
.る

-0
上」

フ
ゥ
ズ
ィ
ッ
ッ
の
中
部
.よ

り

南

部

^

^

に

か

け

て

我
 

A

は
農
村
麻
織
物
業
又
は
そ
の
利
益
を
代
弁
す
る
農
村
麻
織
物
商
*
の
中
心
塊
と
t
て
、
‘

幾
つ
か
.の
.農
村
市
場
町
を
指
摘
し
ぅ
る
。
ま
ず
先
の
第 

七
表
：に
あ
げ
ら
れ
た
巨
大
農
村
工
業
村
落
の
ぅ
ち
、
村E

織
機
数
五
百
八
：十
九
台
の
エー

.ベ
ル
ス
バ
ッ
ハ
村
は
、
強
く
分
散
し
た
森
林
フ
ー
へ
村

(

注33)

で
農
村
商
人
の
活
躍
も
み
ら
れ
、
二
十
世
紀
に
は
正
式
に
都
市
と
な
'っ
て
い
る(

前
節
第
三
.図
参
照)

。
ま
た
織
機
台
数
二
百
五
士
一 
台
の
ヒ
ル
シ 

ュ
フ
エ
ル
デ
村
%•
、
長
方
形
_
吧
の
街
道
牧
場
村
落
で
あ
る
が
，
十
四
世
紀
に
：自
生
的
に
都
市
と
.だ
ヶ
、
以
後
し
ば
1>
ば
市
場
町
と
よ
ば
れ
て
い

(

•'
t

M

ノ

る
。
ま
た
第
七
表
以
外
で
は
ベ
ー
メ
ン
が
ら
.

の
亡
命
者
市
場
町
で
麻
織
物
エ
業
、
商
業
の
中
心
地
へ
ル
ン
フ
.'
y

ト
近
く
の
ダ
ロ
ス

•
へ
ン
ネ
ル
ス 

P

ル
フ
村
は
騎
士
農
場
も
あ
る
森
林
フ
ー
へ
村
だ
が
、へ，：三
土
ル
レ
の
幅
の
木
綿
用
織
機
を
発
明
し
、
そ
れ
以
外
の
織
機
を
も
、ゲ
ル
リ
ッ
ッ
市
等
で

(

注35)

販
売
し
て
お
り
、
千
八
百
一
.

1

十
年̂

農
村
市
場
町
と
な
っ
て
い
る
。.
.

.

さ
ら
に
、、ハ
ゥ
ッ
ヱ
.

ン
市
の
南
方
..の
森
林
ブ
ー
ベ
村
ヴ
ァ
ィ
フ
ァ
も
農
村
麻
織 

物
商
業
.

に
参
加
し
.

：て
お
り
、'
十
七
世
紀
に
農
村
市
場
.

町
ど
な
.

っ：て
い
る
。
：_こ
の
他
十
七
1«
:

|5

に
ヘ
ル
ン
フ
；ソ
ト
同
様
べ
ー
メ
ン
か
ら
の
亡
命
者
に 

よ
り
設
立
さ
れ
，
農
村
麻
織
物
業
の
.

中
心
地
と
な
っ
た
ノ
イ
•

ザ
ル
：ッ
ァ
設
立
敷
地
の
：所
#

^

る
農
村
，シ
ュ
.

プ
レ
ム
.ベ
ル
ク
も
十
六
世
紀
に
騎
士

(

注37)

.

農
場
の
成
立
し
て
い
る
森
林
フ
ー
へ
村
で
あ
る
が
、
.農
村
麻
織
物
商
業
へ
の
参
加
の
認
め
ら
れ
る
村
で
あ
る
。
..こ
の
村
は
そ
れ
自
体
市
場
町
化
は 

し
て
い
な
い
。
.
こ
の
他
K
«:
ブ
ラ
シ
ュ
ケ
は
ノ
イ

v

ゲ
ル
ス
ド
ル
.フ
村
と
ヴ
ィ
ガ

.

ン
：ッ
.タ
1
ル
村
：の
ニ
つ
を
農
村
工
業
村
落
か
ら
市
場
町
へ
と
成 

長
し
た
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
内
、
後
者
は
シ
ュ
レ
ジ
エ
ン
寄
り
で
史
料
が
な
い
が
、
前
者
は
千
八
百
二
十
年
に
市
場
町
と
な
っ
た
強
く

. 

(

注
38)

分
散
し
た
森
林
.フ
I
へ
村
で
あ
る
。
.

.

-
,

;,

さ
て
か
く
し
て
1

|

ラ
ゥ
、ス
ィ
ッ
ッ
.

南
部
及
び
東
南
部
の
地
域
に
，お
い
'

て
は
、.
農
村
エ
業
及
び
農
村
麻
織
物
商
業
の
明
自
な
中
心
地
と
し
て
は
自 

生
型
小
都
市
：
.

r
'

潜
在
的
自
生
型
市
場
町
：

1
、：

自
生
型
市
場
町〗

一：、：
計
画
型
小
挪
市
：方
計
画
型
市
場
町
一
の
五
つ
が
数
え
ら
れ
、'

そ
の
他
農
村 

麻
織
物
商
業
の
中
心
地
と

^
て
自
生
型
市
場
町
1

.

.と

.

農
村
|

1

,が
あ
る
。
；
従
.
.っ
”て
前
節
で
み
た
枏
部
か
ら
南
部
と
り
わ
け
森
林
フ
ー
へ
地
帯
に
お
け 

る
自
生
的
小
都
市
や
市
場
町

の

■世
割
.市
に
対
.す
る
優
位
は
.
.
. 

>

.こ
の
地
帯
の
農
村
麻
織
物
：業
.

の
展
開
に
.

よ
，る
.

^
の
^
と
-

>

:え
る
.
.
.

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
農
村
麻
織
物
の
販
路
は
：1:

体
ど
ぅ
であ

？：

た
の
か
。.
元
来
農
村
麻
織
翁
業
の
製
品
.は
：、
_

市
手
工
業
の
製
品
に
比
較
す

.
■ 

、主
9 
ノ

れ
ば
、
粗
製
の
も
の
.で
あ
^
、.
'地
方
的
な
需
要
め
あ
：て
'0
製
品
セ
あ
が
;:
0
千
五
：亘

1=
1
十
.四
年
の
諸
都
市
之
騎
士
階
級
の
間
の
調
停
.に 

■市
の
禁
制
圈
内
の
_農
村
麻
織
a：
は
農
村
の
.：需
要
を
充
す
も
の
に
限
.っ
て
，許
可
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
農
村
麻
織
物
業
の
販
路
の
一
つ
を
示
唆
し 

て
^
が
。
特
に
農
村
麻
織
物
業
の
展
開
し
た
地
域
が
、
森
林
フ
ー
へ
村
の
よ
ぅ
な
農
民
層
に
と
っ
て
比
較
的
有
利
な
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
こ 

ぅ
し
た
局
地
的
需
'要
の
存
在
を
推
定
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
上
ラ
ゥ
ズ
ィ
ッ
ッ
で
は
、
森
林
フ
ー
へ
村
の
地
域
で
も
騎
士
農
場
制
が
成
立 

し
、
十
分
な
民
富
が
形
成
さ
れ
‘な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
農
村
麻
織
物
業
と
い
え
ど
%•
む
し
ろ
そ
ぅ
し
た
局
地
的
需
要
を
こ
‘え
た
地
方
間
、
或
い 

は
国
民
経
済
圏
間
.の
遠
隔
地
市
場
に
大
き
.く
依
存
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
依
存
は
森
林
フ
I
へ
.村
地
帯
外
の
上
ラ
ゥ
ズ
.ィ
ッ
ッ
地
方
の
，厳
格
な 

騎
士
農
場
制
の
確
立
と
，社
会
的
分
業
の
未
発
達
S

一
 
型
生
産)

赛
よ
っV

さ
ら
に
増
大
す
る
の
で
あ
る
。
'と
こ
.ろ
：で
こ
の
ハ
地
^

の
販
路
は
、
最
初
は
主
に
シ
ュ
レ
ジ
ェ
ン
、
ベ
ー
メ
ン
を
始
め
と
す
る
宽
欧
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
後
南
ド

イ

ッ(

特
に
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク

)

の
商
人 

や
英
蘭
の
商
人
，
後
に
十
七
世
紀
か
ら
.ハ
シ
ブ
ル
タ&

商
人
等
に
媒
介
さ
れ
て
英
国
、
オ
ラ
ン
ダ
等
北
西
3

丨
ロ
ッ
パ
の
国
々
ゝ
さ
ら
に
イ
タ
リ 

1
、
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
国
々(

そ
の
背
後
に
そ
れ
ぞ
れ
小
ア
ジ
ア 

<

レ
ヴ
ァ
ン
ト
>
 

質
易
、
新
大
陸
贸
易
が
あ
る
こ
と
は
い
ぅ
ま
で
も
な
い)

等
へ 

と
拡
大
し
て
行
-:
<
,
04)

局
地
的
、
地
方
的
市
場
の
：未
発
達
な
場
所
で
こ
ぅ
じ
.た
国
際
的
市
場
と
の
つ
な
が
り
が
強
ぐ
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
農
村
市
場 

や
農
村
都
市
は
中
世
都
市
に
対
し
て
決
定
的
勝
利
を
収
め
る
こ
.之
が
出
来
な
：い
;'
0''
逆
に
中
世
都
市
は
、
;こ
ぅ
し
た
遠
隔
地
市
場
や
そ
の
た
め
，の
商 

人
達
と
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
息
を
吹
き
か
え
し
、
そ
め
命
脈
を
保
つ
こ
と
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

.
”
'
.

'
モ
ル
べ
以
東
’上
ラ
ゥ
ズ
イ
^
ッ
地
方
-の
藤
仗
市
場
町
”
㈡

：
：
.
.
.
.
.
. 

.

v
-
v
.
.
-
.
-
-
V 

- 

:

'

.

-U
H
-
.SI'l 

三
—



第 八 表 Oberlausitz主要都市の代理店数

へ 〜 . . .  

都市名
代 理 店

ショック織
物商人

Bautzen 5 ' —

Gorlitz 24 ’ 6
Zittau 33 22
Lauban 9 ?
Lobau 12 9

G. AuHin u. A. Kunze, Leinenerzeugung 
und Leinenabsatz im ostlichen Mitteldeu- 
tschland zur Zeit der Zunftkaufe, 1940,

第 九 表 1680—1682年 の Zittau麻織物 

商業

； M 扱 . 商 人
関税の課せら 
れた麻織物 

(反)
108人 の Zittau商人及び他所 
者商人2 人
5 3 入の農村麻織物商人 

:102'人の，B6hmen商人 

8 0 人の :Lauban商'人 

1 人 の L6bau.商人 

...12人 の MeiBen.商人 

総 計

44,215 
16, 650 
7,583 

19,332 
200 

1,574 
89,554

G. Aubin u. A, Kunze. Leinenerzeugung S； 21(

ニ
ユ
ル
ン
.ベ
ル
ク
や
ハ
シ
ブ
ル
タ
商
人
の
麻
織
物
買
占
の
拠
点
と
し
て
多
数
の
代
理
店
商
業
、
請
負 

商
業
を
行
な
.っ
て
、
上
.ラ
ウ
ズ
イ
ッ
ッ
か
ら
べ
ー
メ
.ン
に
か
げ
て
の
最
大
の
麻
織
物
の
取
引
市
場
と

(

注
46) 

•

な
っ
.た
。
.今
第
八
表
を
参
照
す
る
と
、
十
八
世
初
頭
の
遠
隔
地
商
人
の
代
理
店
の
数
に
お
い
て
も
、

(

注
47)

他
の
都
市
を
は
る
か
に
引
き
離
し
て
い
る
.：.こ
■■と
が
判
■る
0
ま
た
十
七
世
紀
末
の
こ
_の
都
市
に
お
け
る 

麻
織
物
取
引
の
中
に
は
ッ
イ
タ
ウ
市
商
人
及
び
こ
れ
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
る
他
地
方
の
商
人
の
取 

引
量
、
ラ
ゥ
バ
ン
市
の
商
人
の
取
引
量
に
次
い
で
、
五
十
三
人
の
農
村
麻
織
物
商
人
の
取
引
量
が
目 

立
っ
て
お
り
、
ッ
イ
タ
ウ
市
の
麻
織
物
商
業
は
周
辺
農
村
工
業
を
も
包
摂
し
て
い
た
と
い
え
よ
ぅ

(

主
48) 

.

(

第
九
表)

。
，_さ
ら
に
ッ
イ
.タ
ウ
市
代
理
人
達
の
商
取
引
の
内
容
を
み
る
と
、
公
認
の
麻
織
物
七
万
六

千

-:
百
八
^'
五
反
.の
ぅ
ち
、
.八
十
ニ
. 

•三
％
に
当
る
六
万
一
.

|

千
七
百
八
十
.一
反
は
農
村
製
の
麻
織
物

d

n

~

 

■

で
あ
る
か
ら
、
ッ
イ
タ
ウ
市
の
市
場
関
係
が
先
の
数
字
よ
り
は
る
か
に
密
接
に
農
村
工
業
と
結
び 

物
仮
15
50
83
32
00
74
54
r

M

4,
2
66
,

7,
5
9,
3
:2
15
，
95
,
.un
:
つ
い
て
い
た

と
い
.

え
る
。

こ
う
し
て

'
ッ
イ
タ
ウ
市
の
地
位
は
、
麻
織
エ
ッ
ソ
フ
ト
衰
退
後
の
十 

破
.

;

.

.

丨
：

:

八
世
紀
後
半
に
も
変
ら
な
い
。
千
七
百
七
十
七
年
に
麻
織
物
移
出
の
量
に
お
い
て
、
ッ
イ
タ
ゥ
市 

人

幡
，
 

十

I
-

,

が
ト
ッ
プ
.、
次
い
で
バ
ウ
ッ
ェ
ン
、

ラ
ウ
バ

ン
、
へ
ル
フ
ッ
ト
、
レ
、パ

ウ
、
ゲ
ル
'リ
ッ
ッ
の
順
で

.
商

織

I

ス
.商
.商

.
：

..ぶ

ン

さ

て

遠

隔

地

市

場

の

‘拡
大
を
背
景
と
し
た
中
世
都
市
の
延
命
策
は
、
農
村
市
場
.町
や
農
村
都
市 

I
:

麻

hn
ba
u
el
l

A
 

/

扱

zi
t

A

_'B(

La
u
.ob
l
.

:
-1
U.

.

の
在
り
方
に
も
大
き
く
影
響
せ
ざ
る
を

え

な

い

。
.
.
今
我
々

の
手
元
に
は
残
念
な
が
ら
、
自
生
型
農 

取

へ

A 

^

aAU
v
lふ
村
市f

町
に
つ
い
て
：の
史
料
が
な
い
.。：
し
か
し
自
生
型
で
は
な
い
が
、

:ぐー

 

メ

ン
か
ら
の
亡
命
者 

‘

5

1

:
8
1

1

G 

S

の
市
場
町
^
し
.て
農
村
工
業
及
び
こ
れ
に
基
く
麻
織
物
商
業
の
新
し
い
中
心
地
と
な
っ
た
へ
.ル
ン
，

H

ル
べ
以
柬
•
上
ラ
ゥ
ズ
イ
ッ
ッ
地
方
の
農
村
市
場
町
㈡
 

三

三

(

七
ニ
五)

5
1
i

\
\

i
1

1
-：]

か
み

 ̂
 ̂

y. 

:/
:.

■.
 

.
:-
r

.:
-
:
*
.
7
'.
i
.'-
.
.-'
r
.'r
.-

'i

I
4

三
ニ 

S
 ニ
四)

,
;土
ラ
ゥ
^
イ
，ッ
"：ッ
'で
の
農
村
麗
物
エ
業
に
対
ず
^
中
世
都
市
の
対
抗
策
：と
1>
て
は
'、へ
左
.の
如
き
も
の
が
指
摘
さ
れ
る
。

—*
つ
に
は
、
こ
れ
ま 

で
に
蓄
樹
さ
れ
た
技
術
の
経
験
と
南
ド
イ
ッ
や
オ
ラ
ン
ダ
の
商
人
に
ょ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
新
し
い
技
術(

特
に
木
綿
と
麻
糸
で
織
っ
た
バ
ル
ヶ
ン
ト
織

- 

.. 

-

-
 

(

±

2

ノ
 

.

'の
.太
：ぅ
な
良
質
の
麻
織
物
の
欠
め
の
技
術)

を
結
合
し
て
：、
良
質
の
麻
織
物
生
庫
の
；独
占
を
：は
か
る
こ
と

で
あ
り
、
他
方
.で
は
、
遠
隔
地
商
人
の
代
理

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

V
- 

.

•

人
と
な
る
か
、
こ
の
方
霞
が
衰
.ん
た
後
に
：お
い
て
ゆ
同
；じ
：く
嚴
隔
地
商
人
の
：委
託
購
買
人
と
な
る
か
に
ょ
っ
：て
周
辺
農
村
で
製
造
さ
れ
る
麻
織
物

- 

:
(

生
43)

.-.厂 

' 

■
:

の
.買
占
を
行
な
？
の
で
あ
る
。：：
前
者
の
生
産
独
占
は
、：：：.当
然
、：
漂
_
、：
染
色
等
の
加
工
技
術
及
び
そ
の
工
程
の
独
占
も
或
る
程
度
^
ま
^

て
い 

る
。
'.

と
こ
ろ
で
こ
ぅ
し
た
生
産
技
術
の
面
で
の
独
占
は
、ぃ
農
村
エ
業
業
の
進
展
と
共
に
？
か
な
り
崩
れ
て
く
る
と
み
：て
ょ
い
。：
そ
こ
で
中
世
都
市
の

延
命
策
と
し
て
遠
隔
地
市
場
ど
農
村
と
の
直
接
の
つ
な
，が
り
を
出
来
る
だ
け
断
ち
、
：
そ
の
中
間
の
媒
介
者
と
し
.て
活
躍
す
る
後
者
の
道
の
重
要
性

.

.

.

.

. 

•

が
増
天
す
る
-：
：
0'
.
.
:
'
.
:
.

へ

八

'.
,-V

 

.

.
,
;
:

.，
こ

ぅ

：し

て
^
フ
ゥ
ズV

イ
ッ
ッ
の
中
世
都
市
は
、
か
つ
：て
の
中
世
都
市
的
な
厳
格
な
生
産
及
び
市
場
規
制
を
新
し
い
事
態
.に
即
応
さ
せ
て
緩
め
な

が
ら
も
、
農
村
市
場
や
農
村
都
市
に
決
定
的
に
敗
退
さ
せ
ら
れ
は
し
.な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
例
を
あ
'げ
て
お
く
と
、
先
の
第

. 

,

.

•

.

■

:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

六
表
で
は
麻
織
工
の
数
：の
変
動
が
余
り
十
分
に
つ
か
め
な
か
っ
た
、パ
ゥ
ッ
エ
ン
'市
は

、

千
七
百
兰
十
一
一
年
か
ら
三

.十
五

年

.に

靴

下

編

工

業

が

絶

頂

- 

(

注44)

.
，
 

ソ

期
に
達
し
、
千
八
百1 

一
年
に
お
.

い
て
さ
え
百
人
の
親
方
と
三
十
人
.の
職
人
を
擁
し
て
い
た
。
.な
お
こ

の
間
-
の
都
市
で
は
ホ
ヤ
ス
ヴ
エ
ル
ダ
、
力 

メ
.ン
ッ
、
レ
バ
ゥ
を
始
め
周
辺
の
多
く
の
農
村
で
.m
ら
れ
た
靴
下
、
頭
巾
、
脚
胖
、
手
袋
等
の
伽
工
■

(

縮
絨
、「

仕
上
、
染
色)

が
行
な
わ
れ
て
い
た 

し
、
こ
れ
ら
製
品
の
中
独
諸
メ
4
セ.
.

へ
/の
大
量
販
売
を
も
引
，き
ぅ
け
て
い
.た
。
と
れ
ら
メ
ッ
セ
を
通
じ
て
の
遠
隔
地
市
場
は
ブ
レ
I
メ
ン
が
ら
北

米
に
ま
で
達
し
.て
い

た

。

ま

た

、ゲ
'，.ル

リ

ッ
ッ

市
も

、_ 

一-̂
十
年
戦
争
後
一
一
ユ
，
ル

ン

ベ

‘ル

‘ク

®
入
の
仲
介
，で
麻
織
物
の
販
売
圏
を
従
来
の
東
欧
か
ら
ス

..

J

イ
ン
.
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
転
換
し
て
、
経
済
的
実
力
を
回
復
し
た
■と
い
わ
れ
る
。
但
し
こ
の
市
の
場
合
都
市
手
工
業
者
自
身
も
遠
隔
地
商
人
の
問

I 

.(

生
！
§-)

.

屋
制
前
貸
体
制
'の
中
へ
組
み
入
れ
ら
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
；
ま
た
十
七
世
紀
後
半
以
降
農
村
麻
織
物
業
の
激
し
い
挑
戦
に
出
会
っ
た
ッ
イ
タ
ゥ

市 

の
麻
織
工
グ

シ
フ
ト
は
、
,農
村
に
普
及
し
つ
つ
.あ
っ
た
白
糸
の
麻
_
め
の
技
術
を
採
用
-1
:
、.

市̂
手
エ
業
の
新
た
な
興
隆
を
も
た
ら
す
と
共
に
、



ブ
グ
ト
の
例
か
ら
、
他
の
自
生
的
農
'村
市
場
町
や
農
村
都
市
の
^
を
か
な
A
類
推
し
^
る

'^
テ
に
思
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
へ
ル
ン
フ
ッ
ト
は
、
千 

#
百
：|
:
: 
一
*I

年
べ
ー
メ
^
や

^-—

レ
ジ
め
再
洗
孔
派
の
況
弟
達
が
集
団
で
亡
命
し
て
建
設
^
た

都

市

的

定

住

で

あ

り

:'
ル
テ

ル 

ス
ド
ル
フ
村
の
農
地
の
上
.に
0
'<
;
ら
れ
た
の
で
締
ザ
.そ
し
.て
_す
で
に
十
.八
：世

紀

：の
半

ば
.

 ̂

ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
か
ら
の

.V.

..- 

.. 

. 

. 

. 

- 

. 

»
• 

. 

-

'

< 

• 

•

亡
命
者
デ
ュ
そ
ー
ゾ
ガ
！
の
手
で
漂
自g

が
建
設
さ
れ
て
い
る
。
羊
七
亩
六
十
六
年
に
こ
.の
定
住
地
に
は
、代
理
店

-
_ー;:
?
:の
職
人
'1
人
の
徒
弟)

、
 

煙
草
工
場(

七
人
の
職
人

〉

、.
擦
染
工
場
；a
人
の
職
人
と
六
人
の
徒
弟)

、
.漂
白
所
：S

A

の
職
人)

、

一
般
店
舗(

十
人
の
職
人)

、

下
働
き
•
御
者

.

 

贫
警
.-(

五
.人
の
：職
人

)

、
麻
織
工(

八
人
の
職
人
と
七
人
の
徒
弟)

、
.レ
ー
，ス
編H. 

(

二
人
の
職
人)

；総
計
四
十
三
人
の
同
胞
と
十
四
人
の
徒
弟
が
生
活
し 

て
い
た
。
な
お
.こ
.の
时
の
.た
.め
に
働
く
百
十
一
人
の
織
工
が
町
外
の
農
村
に
.い
，た
.と
い
a t
。，
と
の
社
会
的
分
業
の
.展
開
か
ら
推
定
出
来
る
の
は
、

.

.

「

J
 

ぐ-

 

-
.
«
/

 

•

 

-

 
•

 

• 

•

 

•

へ：ル
ン
.：フ
ッ
ト
が
秣
織
業
そ
の
も
の
の
中
心
と
.し
て

よ

り

は

、
，
漂

白

、

'擦
染
と
い
っ
た
加
工
過
^

■パ
.
.
.
.
.
•
-
-
- 
1

.

.

.

.

. 

..

V

織
物
製
品
の
買
占
に
重
心
を
お
：い
て
い
た
こ
.と
が
判
る
。

.

.

:

■■
'.:'

■■

.

耍
す
る
に
ぃ.

ラ̂
ゥ
ズ
，
ィ
ッ
ッ
：

§

麻
織
物
業
に
.お
.け
る. へ：：

ル
ン
，フ
ッ
>
の
揺
る
ぎ
な
い
地
位
は
、
麻
織
物
生
產
そ
の
も
の
に
よ
っ
て

で

は

な
：
 

り
く
、'麻
織
物
の
最
終
加
工
：過
程
と
、•
,'
.そ
_れ
以

上

..に

周

辺

農

村

と

遠

膈

驰

市

場

の

仲

介

谪

寒

|?
1

よ
，
っ
：
て
：確

立

し

た

の

で

あ

る

'0

へ
.ル
シ
フ
ッ
ト
の
経 

:

済
活
動
の
ft
心
が
、
い
か
に
後
者
：に
お
：か

れ

て

い
.た
.か
ば
、
：こ
の
市
場
町
の
麻
谶
物
移
出
*
の
尨
大
さ
.を
見
て
も
澠
解
し
う
る
が
、
例
え
ば
こ
う 

1>
た
移
出
麻
織
物
の
最
終
加
工
へ漂
®

に
：つ
い
て
、
こ
の
町
の
人
々
；が
、
ツ

.
ィ

タ

ゥ

、.レ
バ
ゥ
、'
，
さ

ら

に

は
ザ
ク
セ
ン
や
べ
ー
メ
ン
等
外
部
の
、

-:.

'
.

■

. 

'
■
‘ 

.
;>
. 

.
!
-

(

-注
52)

.

.
'
.

. 

■ 

.
'

1>
か
%-
.中
世
都
市
.の
漂
白
所
を
刺
用
..じ.て
い
^
事
実
を
想
起
し
て
.
.も
.

(
.
'
.
.
.

そ
，.の
、こ
_と
：が

-'
«
か」

め
ら
れ
る
ニ

:

,'
.

-

さ
て
亡
命
者
市
場
埘-

ル
ン
.フ
パ
ッ
ド
の
以
上

.

の
姿
：は、

.

⑩
ら
く
f

ラ

ゥ

ズ

ィ

ッ

，ッ
*

部
^'
び
東
南
部
の
麻
織
物
業
と
関
り
を
も
つ
農
村
市
場
町 

:

や
農
村
都
市
©.
一

 

般
的
特
徴
で
は
な
いか
と
.お
も
わ
れ
^

史
料
の
木
足
か
ら
確
証
し
次
ぬ
：の
は
残

.

念
'

で
あ
る
が
、
.例
え
ば
次
の
よ
う
な
事
実
は
、
 

:
芬
の
こ
と
を
間
接
的
に
物
語
っ
：て
い.

る
と
い
え
よ
う
。- '
す
：な

.

わ
ち

1

:

先
に
か
か
げ
た
第
七
表
の
大
規
模
众
麻
織
エ
村
落
十
ー

.
^

WT
-
と
し
て
成
長
し
た
も
の
は
、.
十
六
、
七
世
紀
当
時
に
お
い
.て
は
ヒ
ル
シ
ュ
フ
ェ
ル
デ
ー
っ
で
ぁ
り
、
こ
れ
に
ニ

+
世
£
に
都
市
と
な
っ
た
ェ
ー

V

ル
ス
バ
、ゾ
ハ
を
追
加
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
げ
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は

V
大
規
模
な
農
村
麻
織
エ
業
そ
0:
も
の
が
、
農
村
市
場
町
の
成
長
を 

促
す
と
い
う
よ
，り
は
、
.

む
U
ろ
そ
れ
以
外
の
条
件
が
農
村
市
場
町
成
長
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
な
く
て
.ば
^
ら
.な
.い
。
我
々
.は
へ
：
ル
ン
フ
ッ
ト
の
例

• 

'

.
.■

て 

：

(

注
53)

_ 

L 

j ■
?

か

ら

、

そ
，
の

条

件

の

，
一
づ
と
一
し
：て

擦

染

、
漂

自

ど

い

：

う
；た

最

終

加

エ

過

程

の

集

中

*
あ
げ
、る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
.そ
れ
と
共
に
、
遠
隔
地
市
場 

圏
と
の
'

&
的

0
な
が
：り
を
目
指
す
仲
介
商
業
が
、
:こ
^:
ら
農
村
市
場
町
や
農
村
都
市
を
中
心
に
座
開
さ
れ
た
_
 ̂

恐
ら 

く
.こ
れ
ら
農
村
市
場
町
の
成
立
に
.と
.っ
，て
ゆ
、;:
前
者
す
な
わ
ち
周
辺
麻
織
エ
村
落
と
„の
局
地
間
分
業
が
重
要
で
あ
ゃ 

農
村
麻 

織
物
の
遠
隔
地
市
場
：圏
が
拡
大
す
れ
ば
ず
る
程
こ
.れ
ら
：の
農
村
市
場
町
.ば
後
者
，：
つ
ま

.り
仲
介
商
業
の
中
心
地
と
い
y
性
格
を
強
め
て
行
っ
た
の 

で
あ
M

^
局
地
間
分
業
の
中
心
地
の
■市
場
的
機
能
に
基
き
つ
つ
、

隔
地
間
の
商
業
.

(

こ
れ
も
生
産
対
流
通
？
特
殊
な
分
業
で
は
あ
る)

の
中
心
地
と

(

注
55)

 

か
み

し
て
の
性
格
を
強
あ
る
こ
ど
^

そ
れ
は
玉
ル
べ
以
西
め
ザ
ハ
ク
セ
ジ
織
物
エ
業
地
帯
の
農
村
都
市
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
し
か
し
上 

ラ
ウ
ズ
ィ
ッ
ッ
地
方
の
.

場
合
、
''
:

い
.

わ
ゆ
る
地
域
内
'

の
局
地
的
市
場
圏
か
，形
成
：：が
よ
り
未
成
熟
で
あ
.

る
.

た
め
に
、ハ
こ
の
現
象
が
際
立
っ
て
い
る
の
で 

は
あ
る
ま
い
か
0

 ̂

 ̂

. 

V

.

:

.

,

.

.

-

-
 

-

か
み

.
さ
で
自
を
農
村
麻
織
工
村
落
そ
の
も
の
に
む
け
る
と
,:
'
.
'
*
''
'
そ
こ
で
も
：上
：ラ
ウ
ズ
：ィ
ッ
•ッ
南
部
農
村
工
業
の
後
進
性
を
、
よ
り
明
確
に
確
か
め
う
る
。
 

我
‘々
は
こ
こ
で
、

ッ
ィ
'タ
ウ
市
周
辺
の
最
大
級
の
麻
薇
エ
村
落
グ
ロ
ス
‘
シ
ギ 

を
例
に
と
ろ
う
。

こ
の
村
は 

千
七
百
二
十
九
年
：か
ら
三
十
年
に
は
七
百
八
十
ニ
合
の
織
機
.を
も

ち

、
，.
新

し

い

紋

様

織

の

産

地

と

じ

て

有

名

に

な

っ

た
村
で
、あ

る

。

千
八
百
三
十 

:四
年
に
，
：こ
の
村
に
は
紋
様
織
の
織
エ
親
方
ニ
百
六
十
サ
1人
、
職
人
九
百
六
十
六
人
、；
徒
弟
九
十
八
人
、
そ
の
た
め
の
図
案H

七
人

、
見
本
作
成 

者
九
人
、
織
機
紅
立
エ
十
四
人
が
存
在
し
て
お
ヶ
、
有
機
的
分
業
体
制
が
完
成
し
て
い
た
-0
親
方
，一
人
当
り
の
.職
人
数
三
•
六
三
人
で
あ
る
か
. 

ら
、
全
体
と
し
.て
一
種
の
分
散
マ
_ー
ュ
'を
形
成
し
て
い
'た
：と
も
い
え
敌
^
,
'し
.が
し
こ
の
村
の
千
七
..百
-1
十

 ̂

に
よ
る

.

.

.

.

.

.

.

.

 

• 

• 

圓
 

.

• 

•

と
、

村

か

ら

一

、
た

ん

外

部

へ

出

た

も

.の
は
領
主
の
許
可
な
ぐ
て
は
村
へ
■帰
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
.し
、

外

へ

：出

る

者

は
、
' こ
の
種
の
織
布
業
を
外 

で
営
ん
だ
り
、
そ
の
た
め
の
織
機
を
製
造
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
故
郷
の
紋
様
織
マ
ニ
ュ
の
利
益
を
損
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
他
所
者 

エ
ル
べ
以
東
•
上
ラ
ウ
ズ
ィ
ッ
ッ
地
方
の
農
村
市
場
町
㈡ 

三

五(

七
ニ
七)



階 .層 別 人 数 所有織機台数

22 農 民 2
8 菜 園 保 冇 農 7

77 小 屋 住 101
26 借 家 (同 居) 人 9
21 他所者の借家(同居)人 1 4 ぐ

154 133

第 十 表 Oberoderwitz村の階厨別. 
織機台数

rf,uerndorf zuize,

:te
た
わ
え
.餅

糸

工

程

に

て

い

；て

も

、

〉

、
織

機
^
引

き

手

、

ね

方

い
:'
#

と

い

う

織

布

エ

程

の

職

能 

(

分
担
に
は
参
一
加
さ
せ
^

も
し
こ
れ
に
齋
反
1>
た
場
合
に
ば
，
厳
罰
に
処
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
徒
弟

• 

'
 

.

(

注
57)

。
,

.■,
'

:故ー
.一
年
、

職

人

は/一
'年
間
親
方
：.の
下
を
離
れ
る
'こ
と
が
出
来
な
'い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
と
の 

' 

.規
定
か
ら
察
す
る
ど
，
ダ
ル
ス
V
シ
エ
デ
；ゥ
衬
に
お
け
る
分
業
#.
制
は
、‘な
お
極
め
て
厳
格
な

ツ

ン 

' 

' 

;
フ
；ト

的

规

制

の

下

に

あ

0
た
の
.で
あ
る
，
^
V.

■,
こ
れ
ぱ
■'
局
地
的
市
場
圏
の
未
成
熟
と
遠
隔
.地
市
場
圏
.の
拡
大
と
い
う
市
場
構
造
の
た
め
、
農
村 

.
エ
業
そ
の
も
の
も
、
競
争
的
な
自
由
な
生
産
体
制
と
し
て
で
は
な
く
，

ー
猶
の
村
八
分
的
な
制
裁
を 

86

.,

.も
，っ
て
規
制
す
る
独
占
的
生
産
体
制
と
し
て
営
ま
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
.と
を
物
語
っ
て
い
る
。
 

s.
そ
し
て
と
う
し
た
事
情
の
下
で
は
、
個
別
経
営
内
の
分
業
.の
進
展
、
す
な
わ
ち
厳
密
な
意
味
の
マ
ニ 

.ュ
フ
ァ
ク
チ

.ュ
ァ
の
成
長
ょ
り
は
、
単
純
な
小
規
模
生
産
が
た
え
ず
：拡
大
再
生
産
さ
れ
、そ
れ
を
外
部
か
ら
仲
介
商
人
が
把
握
し
て
行
く
と
い
う
、
 

前
期
的
問
屋
制
前
貸
の
体
制
が
支
配
的
.と
な
る
の
で
あ
る
。

.今
第
十
表
を
み
る
と
、
千
七
百
三
十
九
年
当
時
こ
の
地
域
第
一
一
位
村
内
織
機
七
百
九 

十
一
台
の
オ
ー
バ
丨
ヴ
イ
ツ
ツ
村
の
一
部(

ホ
丨
バ
丨
•
ォ
I
ダ
ー
ヴ
ィ
ッ
ッ)

で
は
、
一一.十
二
人
の
農
民
の
間
に
は
.た
っ
た
ニ
台
：の
織
機
、
菜
園
保 

有
農
で
さ
え
八
人
に
対
し
七
台
で
あ
る
の
に
対
し
、
七
十
七
人
の
小
屋
住
は
百
一
台
の
織
機
を
所
^
し
て
い
る
。
同
様
の
傾
向
は
ハ
イ
ネ
ヴ
ァ
ル 

ト
村
で
も
看
取
し
冗
警
.す
な
4
ち
千
七
百
五
十
年
こ
の
村
に
は
六
十
三
人
の
麻
織
エ
•
紋
鑛H

が
ぃ
た
が
、
内
ニ
人
が
農
民(

総
数
二
十
七
人)

、
 

九
人
が
菜
園
保
有
農
.(

総
数
十
七
人)

..、
五
十
二
人
が
小
屋
住(

絵
数
百
二
十
四
人)

.で
、
庄
倒
的
に
小
屋
住
の
零
細
経
営
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
情
は
、
こ
れ
ら
農
村
工
業
村
落
内
の
農
民
層
の
分
化
に
も
反
映
す
る
。.
今
グ
ロ
ス
•

シ
チ
ナ
ゥ
村
の
千
五
百
八
十
七
年
と
千
七
百 

三
十
年
の
農
民
1
分
化
の
状
況
を
第
十
一
表
に
示
^

:̂0

そ
こ
で
目
立
つ
の
は
、
矢
張
り
小
屋
住
の
飛
躍
的
増
大
で
あ
る
。
他
の
階
層
に
.つ
い
て 

は

、

本
来
の
農
民
層
内
部
で
の
若
干
の
卞
方
分
化
の
傾
询
、
.菜
園
保
有
蠱
や
借
家
人(

同
居
人)

Q
*

増
が
指
摘
で
き
る
が
"

い
ず
れ
も
小
屋
住

1620 
1647 

. 
1661' 
1664 
1707 
1716 

■ 
1727 
1733 
1.746 
1750 

：
•

1766 
1777-78

翁
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• 

.
m
+
H
m
H
a
i
n
e
w
a
l
d
e

3:
0
脔
领
0
蕋
適
Ĥ
rr

>• K
u
n
z
e
,

 

V
o
m

 

B
a
u
e
m
d
o
r
f

 Z
L
e
o
e
r
d
o
r
f
, 

s.,.187. 

A
.
V
K
'
u
n
z
e
'
.
y
o
n
r
B
a
'
u
e
r
n
d
o
r
f
'
z
u
m

 W
e
b
e
r
d
o
r
f
,

 .
8
8
,
1
8
5
—

1
8
6
， 

の
増
加
傾
向
ほ
ど
の
こ
と
は
な
：い
:0
そ
の
増
加
率
は
何
と
約
十
べ
五
倍
に
達
す
る
の
で
あ
る
。ぐ
こ
へ
う
し
た
傾
向
ば
グ
ロ
ス
，
シ

f
ア
ゥ
村
一
村
に 

限
ら
れ
て
い
な
い
ァ
例
え
ば
、
'
千
六
百
ニ
十
年
か
ら\f.

七
百
七
十
七—

八
年
の
：ハ
：ィ
ネ
ヴ
ァ
ル
デ
村
の
分
化
の
状
況
を
、
.第
十
二
表
で
示
す
と
、
 

農
民
、
菜
園
保
有
農
、
，借
家
人
に
.つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
不
変
で
あ
る
の
に
.
、

.

小
屋
住
農
.は
四
•
九
倍
、
そ
れ
に
僕
婢
の
数
が
若
干
増
大
し
て
い
る
の 

:で
あ
1
°.
こ
う
し
た
小
屋
住
こ
そ
"
麻
織
物
生
産
に
お
げ
る
零
細
経
営
の
担
い
手
で
あ
っ
た
と
い
■え
よ
う
が
、
問
題
は
こ
れ
ら
の
階
層
が
、
農
村 

内
部
の
階
層
分
化
の
結
果
う
ま
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
点
で
.あ
る
.

「

勿
論
我
々(

は
、
こ
の
地
域
の
小
商
品
経
済
の
進
展
が
、
そ
う
し
た
分
化
作
用 

を
お
こ
し
た
こ
と
を
否
定
し
な
い
が
、'
.そ
れ
以
上
に
^
大
だ
.小
屋
住
の
形
成
に
役
立
.，っ
た
.の
は
、
. 

'
外
部
か
ら
の
：人
口
，の
移
住
で
は
な
い
か
と
考
え 

る
。
 

t 

千
七
百
六
十
ニ
年
レ
バ
ゥ
市
近
郊
の
ォ
r

-
l

 

.■ク
シ
.'ネ
ル
ス
ド
ル
フ
村
で
.は
ニ
百
_ニ
十
九
人
の
他
所
者
.の
労

働

カ

が

存

在

し

..た

が

、

彼

等
 

へ
の
殆
ん
ど
は.一
年
契
約
で
あ
づ
た
。：
こ
；の
村
の
総
人
口
.は
千
七
首
五
十
五
年
に1

一
：千

五

十

九

人
.で
あ
っ
た
か
ら
、
他
所
者
労
働
力
の
比
率
は
、
凡

.

エ
ル
べ
以
東
•
.上
ラ
ウ
ズ
イ
ッ
ツ
地
方
の
.農
村
市
場S
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四
〇

(

七
三
ニ)

そ
十
一
％
で
あ0

た
。
.
こ
の
内
百
四
十
人
は
織
物
業
に
従
事
し
、
八
十
九
人
が
農
業
や
他
の
手
工
業
に
従
事
し
で
い
た
。
そ
し
て
こ
^
村
全
体
に 

お
い
て
も
七
十 

一
％

の
甶
民
は
織
物
業
に
、
二
十
九
％
の
み
が
農
業
に
従
事
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
織
物
業
で
働
く
他
所
渚
の
出
身

ノ
 

. 

(

注
62)

■

地
は
、
百
四
名
が
同
じ
レ
バ
.ゥ
市
管
区
内
O '

農
村
で
あ
り
、
.
そ
の
他
が
，ッ)

ィ
タ
.ヴ
布
、
V 
ノ
ィ
ザ
ル
：ッ
ァ
市
等
の
近
辺
の
農
村
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
也
所
渚
労
働
力
の
流
入
に
つ
い
て
は
、
K

*

ブ
ラ
シ
ュ
ヶ
も「

上
ラ
ゥ
ズ
ィ
ッ
ッ
の
植
民
及
び
人
口
史」

な
る
論
文
で
取
扱
い
、
第

‘:■':、
 

. 

？
：.(

注
63)

.

'

.

.

.

.
へ

.:

十
図
、
第
十
.-*
:図
に
示
す
人
口
の
南
部
及
び
東
南
部 <

 

の
地
域
的
集
中
の
傾
向
を
指
摘
し
て
い
る
。
，そ
し
て
そ
れ
は
こ
の
地
域
の
農
村
麻
織
物
業

.
- 

' 

■ 

■

; 

■

■

.

.

,
■

.

. 

. 

. . 

- 

■ 

... 

.

.

.

.

•
 

. 

「

の
隆
盛
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
葉
園
保
有
農
と
小
屋
住
特
に
後
者
の
急
速
な
増
大
に
よ
る
こ

と

を

の
ベ
、
.さ
ら
に
こ
の
人
口
集 

'

中
は
中
部
及
び
北
部
の
ス
ラ
ブ
人
へ(
ソ
ル
べ
ン
人)

の
南
部
|
_
1業
地
域
へ
の
^

動
に
よ
る
所
が
大
き
い
と
し
そ
、い
る
。

つ
ま
り
当
時
の
北
部•

中 

.

部
の
農
業
経
営
の
下
で
の
生
産
力
.で
は
人
ロ
の
増
加
部
分
を
養
育
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、'-
-

の
た
.
_め
エ
篆
地
域
.へ
，の
流

出

が

行

な

わ

れ

.た
と
い
う

、

(

§

0

 

バ 

:

.

.
'■.の
で
あ
る 

：

.
一

我
々
の
乏
し
.
い
資
料
で
は
± ?

ラ
ゥ
ズ
ィ
ッ
ッ
南
部
.の
農
村
エ
業
地
域
の
他
所
者
労
働
カ
.の
出
自
に
つ
.
い

て

こ

れ

以

上

確

，か

め

え

な

い

が

、

A
 

• 

ク
ソ
ッ
ヱ
の
あ
げ
た
一
村
の
貧
料
だ
け
で
、
そ
の
出
自
を
近
辺
農
村
だ
け
に
限
定
し
う
る
ど
も
お
も
え
な
い
。
従
っ
て
恐
ら
く
近
辺
か
ら
の
.流
入

かみ

と
北
部•

中
部
か
ら
の
流
入
の
両
方
を
考
え
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
土
ラ
ゥ
ズ
ィ
ッ
ッ
南
部
の
；農
村
工
業
村
落
の
階 

層
分
化
が
、
若
干
の
自
生
的
な
も
の
と
共
に
、
多
分
に
他
律
的
な
特
異
な
分
化
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
こ
.と
，は
否
定
出
来
な
い
。

こ
う
し
て
先
.に
も
の
べ
だ
よ
う
に
、
こ
の
地
域
の
麻
織
物
工
業
に
お
け
る
零
細
経
営
の
拡
大
再
生
産
と
.こ
れ
に
基
盤
を
お
く
問
屋
制
前
貸
商
人

.

の
台
頭
が
必
然
的
と
^

^

。
.
そ
し
て
こ
.れ
は
農
村
市
場
町
や
農
村
都
市
>

そ
.の
上
に
そ
そ
り
立
つ
中
世
都
市
の
遠
隔
地
市
場
圏
へ
の
仲
介
商
人
化

• 

. 

. 

.

.

.

.

.

.

.
 

.

.

.

.

の
動
き
と
完
全
に
対
応
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
地
域
の
農
村
工
業
の
前
進
を
.
一
面
的
に
と
ら
え
て
、
そ
れ
が
封
建
領
主
制
の
完
全
な
崩
壊

' 

'J1
66

ノ

.

を
も
た
ら
し
た
か
の
よ
う
に
主
張
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
こ
れ
ら
の
農
村
工
業
を
背
景
に
成
立
し
て
き
た
農
村
都
市
の
性
格
を
中
世
都
市
の

(

t

7)

.

,

枠
を
は
る
か
に
突
き
破
っ
た
、
新
し
い
局
地
的
市
場
圈
.の
結
節
点
と
し
.て
評
価
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
確
か
に
す
で
に
前
節
の
終
り
に
指
摘
し

. 

. 

(

注
68)

<
%
い
た
よ
う
に 
> 

こ
の
地
域
で
は
十
七
世
紀
の
末
か
ら
十
八
世
紀
.に
か
.け
て
領
主
直
営
地
の
分
割
貸
し
出
し
が
広
範
に
開
始
さ
れ
る
。
し
か
し 

こ
れ
ら
の
分
割
貸
し
出
し
と
そ
れ
に
よ
る
世
襲
保
有
地
の
急
増
'は
.、
.
本
来
の
農
民
層
を
対
象
に
し
.て
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
外
部
か 

ら
流
入
し
て
き
た
麻
織
物
：エ
業
従
事
者
達
を
対
象
に
し
て
い
た
.
の
で
あ
る
。
；事
実
先
の
例
ヤ
も
、
--
.ゾ

ー

ラ

ン

ト

、

オ

ー

バ
—

.

.オ
|
ダ
ー
ヴ
ィ
ッ 

ッ
村
は
農
村
工
業
の
盛
ん
な
村
で
あ
る
し
、
そ
の
他
グ
ロ
.ス
•

シ
ェ
ナ
ウ
や
エ
ぃ
-

べ
ル
ス
バ
ッ
ハ
、

ア
ィ
バ
ウ
等
め
大
規
模
麻
織
工
村
落
に
お
い 

て
も
同
様
の
仕
方
で
、
.新
し
い
小
屋
住=

織
工
の
定
住
地
が
出
来
あ
が
る
の
：で
あ
る
。
そ
し
て
他
方
に
.お
い
.て
農
民
は
依
然
と
し
て
強
い
封
建
的

‘
 

, 

、主
69

ノ

束
縛
の
下
に
お
か
れ
、.
場
合
に
よ
っ
て
は
ナ
双
模
な
直
営
農
場
経
営
の
新
た
な
農
法
に
よ
る
合
理
化
さ
え
も
が
試
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
. 

こ
の
地
域
の
封
建
領
主
制
は
、
農
村
工
業
の
前
進
に
よ
っ
.
て

な

し

く

ず

し

に

崩

壊

し

，て
行
べ
と
は
い

.
え
、
.そ
れ
は
上
か
ら
の
改
革
の
形
で
封
建
領

• 

(

注
70)

主
制
の
新
た
な
再
編
成
を
可
能
と
.
し
"
'
か
く
し
て
農
村
工
業
に
お
け
る
停
滞
性
と
も
完
全
に
一
一
致
す
る
の
で
あ
る
■ 

°

. 

-
. 

-

B

、
中
部
‘

北

部

主

穀

生

産

地

帯

.；

,
'
\
r

.'

さ
て
我
々
は
先
に
± 1

ラ
ウ
ズ
ィ
ッ
，ッ
地
方
の
中
部
よ
め
北
部
に
か
け
て
の
地
域
は
、
主
穀
生
産
地
帯
.で
、.；ウ
•ェ
リ
ハ—

の
い
う
生
産
の
単
一
性 

d
i
e

 

G
l
e
i
c
h
f

o:r
m
i
g
k
e
i
t

 -
d
e
r

 

p
r
o
d
u
k
t
i
o
n
.
.
.

と
い
う
特
徴
.を
も
っ
.；
て
；
い

る
.こ
.
と
_を
指
摘
し
た
。
基
本
的
に
.は
こ
.う
い
..つ
_て

' ^

し

支

え

な

、

の
で
あ
. 

る
が
、
こ
0

地
域
内
に
全
然
他
の
産
業
部
門
、办
興
ら
な
か
っ
た
.わ
け
で
ば
な
い
。
先
の
第
九
図
に
お
い
て
も
、
北
部
シ
ュ
レ
ジ
ェ
ン
よ
り
の
ノ
ェ 

ス
、
ラ
ウ
シ
ャ
に
そ
れ
ぞ
れ
、
藍
色
染
や
ガ
ラ
.ス
製
造
の
マ 

一一■ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ァ
が
み
ら
れ
る
.0

事
実
こ
れ
以
外
.に
も
.こ
の
地
域
の
シ
ュ
プ
レ
ー 

河
と
ナ
ィ
セ
河
の
間
の
湿
潤
な
牧
草
.

沼
沢
地
帯
に
沼
鉄
鉱R

a
s
l
i
s
e
n
e
r
z

が
採
掘
さ
れ
、
十
四
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
熔
解
容
易
な

. 

. 

(

注
71) 

;

鉱
石
が
、
'ゾ
ュ
プ
レ
ー
、
ブ
ル
ク
ハ
ム
マ
：I
、
ラ
ウ
シ
ャ
等
で
加
工
さ
れ
て
い
た
。'
そ
.の
.後
十
八
世
紀
の
初
頭
に
高
炉
に
よ
る
熔
鉱
制
度
が
普
及

- 

. 

-

. 

.

.

. 

' 

. 

「

し
、
こ
れ
に
よ
つ
て
シ
ュ
ネ
ル
フ
ェ
ル
テ
ル
、

ク
レ
ー
、、ハ
、

コ
ィ
ラ
、
ボ
ッ
ク
ス
べ
ル
タ
、
ブ
ル
ク
ハ
ム
マ
• —

、
ベ
ル
ン
ス
ド
ル
フ
の
諸
農
村
に

お
い
て
^

»

罾
が
創
設
さ
れ
た
。
こ
の
他
十
六
世
紀
の
半
ば
に
す
で
に
、
同
じ
北
部
地
域
に
明
礬
鉱
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
明
礬
製
造
業
が
成
立

,

'

、

.

'

.

 

ノ 

•

し
て
い
る
;.
0

;し
か
し
こ
れ
ら
の
諸
工
業
は
、

ェ
ル
べ
以
西
の
ェ
.ル
ッ
山
地
地
帯
と
ば
全
X
対
照
的
に
騎
：士
農
場
領
主
自
身
の
手
で
経
営
さ
れ
、
そ 

■

:

-

ェ
ル
べ
以
東
•
上
ラ
ウ
ズ
ィ
ッ
ッ
.地
方
の
農
村
市
場
町
㈡ 

„ 

四

一(

七
三
三)

，



:霉
へ
の
：労

働

力
.

も
、：：：主

：：

に
_
役
農
民
^

-
■
.
.
.
 

- 
,, 

-
. 
: 

.

. 

- 

. 

-
. 

- 、
 

.
■'
■

-

,. 
’ 

- 

-
>'
■

- 

■ 

■ - 
/■ 

■

■.
■.
:
:
ニ
.行
な
わ
れ(

て
い
：.
た:'
;-;0̂

. 

. 

,

(

注
73) 

かみ

ど
め
純
益
が1

一
つ
の
製
鉄
工
場
^

一
て
つ
の
明
礬
工
場
か
ら
あ
が
っ
て
f

、
農
業
面
で
の
収
入
はi

万

三

千

タ

ー

レ

：

ル
に
：す

ぎ

な

い

。
'
従

っ

て

上

.
■

-

ノ
 

：

.

.
■

-
.

:
'

■

.

.

.

:

-

■:
.
 

:
'
: 
.

.

.

 

-

 

*

.

■

. 

:■

■

-.
■

-

一
:/
:
:■'
/
.
.
テ
：
ウ
ズ
ヘ
イ
ツ
ツ
地
方
北
部
；の

若

干

の

社

会

的

分

業

0
展

開
-%
、：
.か
：え
:0
て
夫
役
の
強
化
之
自
由
な
商
業
の
制
約
と
い
う
点
で
、：

農
民
的
商
品
生
産 

、

:
の
展
開
に
と
り
、：：太
^

:
1バ

：.ハ
と
と
ろ
；で
眼
を
農
業
面
に
.転

じ

て

：み

る

と

、
-/

务
こ
.
：
^

.

.

.

.

.

.

こ 

'
:產
な
り
、
局
地
的
市
場
も
、：
あ
く
ま
で
騎
士
農
場
領
主
中
心
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
：
ゥ

：
i

- 

か
み 

*

さ
：て

こ

の

地

域

：の

農

場

領

主

制

は

''
.
:上
：ラ
ウ
ズ
イ
ツ
ツ
地
方
内
部
で
や
え
ば
、
最
も
背
酷
な
農
民
支
配
体
制
で
あ
る
が
、
：
メ
タ
レ
ン
ブ
ル
ク
や

. 

(

注
.？'

)

:
 

.

.

. 

-

ボ
ム
.
イ
ル
ン
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、.
>そ
れ
ら
よ
り
は
.や
や
.緩
.や
か
な
名
の
‘で
あ
っ
，た
と
^

う
。へ
才
欢
わ
ち
後
者
の
地
方
で
は
、
'
十
七
、
八
世
紀 

の
段
階
で
も
強
制
的
な
農
地
買止

；： (

い
わ
ゆ
るB

a
u
e
r
n
l
e
g
e
n
)

が
依
く
行
な
'わ
^

'

農
民
0

騎
士
領
主
に
対
す
る
人
格
的
従
属
の
度
合
も
は
る
か

..
-

 

V

:'
;

'
,'

に
強
く
人
身
売
買
の
：形
で
領
主
め
労
働
カ
獲
得
が
行
な
わ
れ
て
い
.た
が
、
'
上
：ラ
：ウ
：ズ

イ

ツ

ツ

地

方

で

は

’
_
そ

■ 

. 

• 

• 

.

れ
な
か
っ
た
の
で

■あ
る

。
'

.

に
も
拘
ら
ず

^
:々
は
こ
の
地
方
に
お
い
て

.エ

.ル
べ
以
西
の
領
主
丨
農
民
閨
係
に
は
み
ら
れ
な
い
苛
酷
な
支
配
関
係
を
発

.

.

'

■
. 

.

.

.

 

.■.

 
:

 

.

 
■

 

-

 
.

.

.

 

■

'
.

見
.す
る
の
で
あ
る
。
そ
.の
支
配
関
係
は
.'

凡
そ
農
村
.に
定
住
す
る
者
で
. ：
'

.

若
干
で
も
土
她(

僅
か
の
宅
地
；％
屋
敷
を
含
む

)

を
保
有
す
る
者
は
、
：
農
.

 

民
で
あ
ろ
う
と
、
；菜
園
保
有
農
で
あ
.ろ
う
と
、
.

.

小

屋

_

で

あ

ろ

う

と

;'

す
べ
て
そ
の
卞
に
包
摂
さ
机
尽
す
体
制
で
あ
る
。
千
六
百
五
十
一
年
に
起

.V
み 

.

.:

草
さ
れ
、
ザ
ク
ゼ
ン
侯
に
承
認
さ
れ
たr

上
ラ
ウ
ズ
イ
ツ
ツ
領
民
条
例」
の
第
.一
条
に
は
以
卞
の
言
葉
が
し
る
さ
れK

い
る
。

±-
ラ
ウ
ズ
イ
ツ
ツ
：辺
境

^
所
領
に
お
い
て
常
に
慣
習
的
に
そ
う
.で
あ
る
如
く
、
こ
の
地
方
の
領
民
は
労
働
を
強
い
ら
れ
、：
人
格
を
束
縛
さ
れ
た 

*

 

.

■■
;

ロ
ー
マ
法
の
奴
隸
の
よ
う
な
仕
方•

方
法
で
そ
の
土
地
を
保
有
す
る
の
で
は
な
く
'

領
主
に
対
し
定
'め
.ら
れ
た
夫
役
を
提
供
し
、
こ
れ
に
対
し
彼

■

等
の
保
有
す
る
土
地
か
ら
必
要
か
つ
適
当
な
扶
養
を
求
め
る
責
任
が
あ
る
、
：そ
う
い
う
土
地
の
保
有
を
す
る
。
彼
等
は
事
態
：に
即
応
し
て
土
地
に

, 

. 

.......
 

-
•'
 

. 

. 

• 

.

,
 

.

 

.

.
 

-

.

ン
.

：
.

.

.

 

'
 

.

^
v
' 

<
 

 ̂

へ'
.

'

:

.

:

'

-

.'
'

:

,

-

;
:•
.
■
- 

•
. 

. 

■

'
 

I1
.

.
 

i

.

.

,

•'
 

. 

. .

. 

.

.

. 

• 

. 

-

 

-

 

,

.

.

 

■:
 

. 

-
 

.

.

.

.
お

(

て
色
々
奉
げ
ら
れ
る
相
手(

領
主—

訳
注)

を
同
様
に
敬
い
、.
完
全
に
自
由
で
も
な
く
、.
完
全
に
隸
属
で
も
な
い
の
だ
か
ら
、
結
婚
す
る
こ
と

も
、
自
分
の
持
物
を
販
売
す
る
こ
と
も
、
，遺
言
を
の
こ
す
こ
と
も
、
.他
の
共
通
の
権
利
で
.許
さ
れ
た
行
為
を
行
な
う
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
る
ど
こ
ろ

.

.

.

.

.

.

一

-

.

.

.

 

.

、
.か
許
さ
れ
る
。
そ
れ
と
共
に
各
世
襲
領
主E

r
b
h
e
r
r
s
c
h
a
f
t
'

に
予
め
し
ら
せ
る
こ
と
な
く
他
の
場
所
へ
赴
き
、
自
由
に
な
る
よ
う
こ
と
は
出
来

'

,

 

.

(

注
75) 

\

 

,

V

な
い
、
何
故
な
ら
彼
等
は
、
.自
分
の
農
地
に
対
し
提
供
す
べ
き
奉
仕
の
故
.に
そ
の
土
地
を
見
守
る
義
務
を
負
う
か
ら
で
あ
る」
0
.そ
し
て
さ
ら
に 

第
二
条
に
は
放
浪
し
て
い
る
借
家
人
の
児
童
は
、
彼
等
の
生
誕
し
た
場
所
の
領
主
の
領
民
と
な
る
場
合
、
解
放
さ
れ
た
領
民
が
契
約
に
よ
っ
て
再 

び
従
萬
し
た
場
合
、
裁
判
官
の
認
定
に
よ
っ
て
領
民
と
な
る
場
合
、
所
属
領
主
の
不
明
の
場
合
'
領
主
の
土
地
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
領

(

注
76)

.

民
と
な
る
場
合
等
"

予
想
さ
れ
る
凡
ゆ
る
.場
合
に
世
襲
領
主
に
有
利
と
な
る
規
定
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。(

こ
の
他
逃
亡
領
民
の
引
き
渡
し(
第
三 

.

条
、
第
五
条)

、
：領
民
制
か
ら
の
解
放
の
買
取
り(

第
四
条)

等
も
含
.め
、
我
.々
は
こ
の
領
邦
君
主
と
騎
士
階
級
の
確
認
事
項
と
し
て
の
法
令
か
ら
、

.

1

!!

こ
の
地
方
の
k

n

の
特
徴
を
厳
し
い
土
地
緊
縛
義
務
^

げol
l
e
n
E
i
c
h
t
i
g
k
e
i
t

と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
は
一
定
の
土
地
へ
定 

生
を
哏
定
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
結
婚
や
通
常
の
退
去
と
い
？
た
人
格
的
：良
由
を
抑
圧
す
る
も
.の
で
、
本
質
的
に
.人

格

的

非

：自

由

の

支
配
体
系
で

あ
っ
た
。

こ
う
し
た
強
制
体
系
の
実
焉
に
よ
っ
て
こ
そ
、農
民
の
強
制
労
働
に
依
存
す
る
騎
士
領
主
の
直
営
地
経
営
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

-

-

 

.

.

.

さ
て
こ
の
場
合
此
襲
隸
属
制
に
よ
る
強
制
労
働
の
体
制
.に
最
も
強
カ
に
ま
き
こ
ま
れ
た
め
ば
、
下
層
農
民
よ
り
も
中
産
的
農
民
層
で
あ
っ
た
こ 

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
今
バ
ウ
ツ
エ
ン
市
北
東
の
巨
大
騎
士
農
場
村
落
オ
ー
バ
I

，
マ
ル
シ
ュ
；ヴ
イ
ツ
ツ
村
と
ブ
レ
ー
サ
村
、

レ
、、ハ
ウ
市
北

(

注
78
ノ
.

.

西
の
同
様
の
村
落
グ
タ
ウ
村
の
十
八
世
紀
に
お
け
る
夫
役
提
供
の
状
況
を
第
十
三
表
で
み
て
み
よ
う
。
い
ず
：れ
も
中
產
的
農
民
層
以
上
の
層
に
週 

-:
'六
日
.乃
至
三
日
の
夫
役
が
課
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
、，小
屋
住
や
小
規
模
の
菜
園
保
有
農
は
、
せ
い
ぜ
い
年
十
ニ
日
程
度
め
労
働
負
担
で
あ
る
こ 

と
が
判
る
。

>■」

の

う

ち

最

上

層部
の
農
民
は
自
己
の
労
働
負
担
を
：僕
婢
そ
の
他
を
雇
う
こ
へ
と
.に
よ
り
ヵ
ヴ
ァ
ー
し
え
た
か
ら
、
こ
ラ

し

た
夫
役
提
.

.
,
 

■
-(

注
巧
く 

.

:

‘
供
、：̂
暖
も
荀
酷
に
農
家
経
営
に
‘ひ
び
い
た
の

.は
中
産
的
農
民
層
で
あ
つ
た
.と
い
え
よ
う
。
.そ
.し
て
；富

：農

と

い

え

ど

も

' 
週
六
日
の
労
働
食
担
を
た 

.と
え
他
人
に
肩
代
り
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
.'だ
け
自
己
0
経
営
：に
と
っ
て
の
マ
イ
ナ
ス
.は
増
大
す
る
の
、た
か
こ
こ
に
.上
ラ
ウ
ズ
イ
ツ
ツ
地
方 

:

.
エ
ル
べ
以
東
•
上
ラ
ウ
ズ
イ
ツ
ツ
地
方
の
農
村
市
場
町
㈡ 

四

三(

七
三
五)



階 . 層 週 年
夫役金納

2 人の大フーへ農民 6 日 - ——

2 人のj フーへ農民 3 日 . — ： ' —

5 人の大菜園保有農 6 日 : . — ■■ —

3 人の中菜園保有農 6 日 — ... — -

3 人 の 小 屋 住
; • • ■

12日 —

主 婦 1 人 当 り — 8 日
\

第十E 表三騎士領村落住民の夫役負担 

Obermalsihwitz

Guttau

階 層 週 年 夫役金納

21人の士フーへ農民 

3 人の小菜園保有農

3 B

6 日

—

>• Brosa

W. Boelcke, Bauer und Gutsherr in Oberlausits, 
1957, SS. 89—91.

第 十 四 表 Oberlausitz北部大所領住民の階層分化

所 領 名 及 び 年 代
. 農 民  
(平均数)

菜園保有農 
(平均数) (平均数）

Konigsbriick'

1560 14.2 3 . — .

1669 14 8 2.5

1777 12 5 .6 8

..Muskau.

• 1552 14.7. 2 5.2

1699 10 2.8 6 .6

1782 8.7 2. 5 6.7

W. Boelcke, Bauer u. Gut s he r r S .  53.

階 " 層 週 年 ’ 夫役金納

5 人の士フーへ農段 6 日 ' *— — .

_ 5 人の大菜園保有農 6 日 : —— , 一

隠 居 女 性 1 人当り
V

6 日 ‘ 1 ——

四

四(

七
三
六)

の
中
部
か
ら
北
部
の
地
域
の
農
民
層
分
化
の
特
殊
な
下
層
分
化
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
今
第
十
四
表
で
中
部
以
北
の
ニ
つ
の
大
所
領
の
農
民
'
,

.

.

. 

.、J E
°.
o

)

層
の
分
化
の
歴
史
的
変
化
を
追
っ
て
み
る
と
、
.い
ず
れ
も
本
来
の
農
民
が
減
少
し
、
、
小
屋
住
が
大
幅
に
増
大
^
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
同
様
の
現 

象
は
他
の
数
字
で
も
確
認
し
う
る
。
：例
え
ば
バ
ウ
ツ
ェ
ン
：市
北
東
の
、、ハ
ル
‘丨
ト
所
衡
で
は
千
七
百
七
十
八
年
に
本
来
の
農
民
八
十
八
人
に
対
し
、
 

菜
園
保
有
農
百
十
八
人
、
小
屋
住
百
四
十
六
人
で
あ
っ
た
。.
先
の
ブ
レ
ー
サ
村
の
場
合
千
七
百
八
十
八
年
に
は
、
：1本
来
の
農
民
四
人
に
対
し
、
菜 

園
保
有
農
十
一
入

、

小
屋
住
六
人

、
/

ツ

タ
ウ
村
で
は
本
来
の
'農
民
十
人
に
対
し
、
菜
園
保
有
農
'-
一.十
六
入
、
小
屋
住
二
十
七
人
、
.
マ
ル
シ
ュ
ヴ

■
. 

-(

注
81)

ィ
ツ
ツ
村
で
は
本
来
の
農
民
十
五
人
に
対
し
、
：菜
園
保
有
農|

一
十
六
入
、
小
屋
住
は
五
十
五
人
で
あ
.っ
た
。

，
.
. 

V

/

ゝ

-
 

.
.
.

へ
我
々
は
こ
う
し
た
特
殊
な
農
民
層
の
下
層
分
化
が
、：：夫
役
請
求
に
明
ら
か
な
よ
う
な
本
来
の
農
民
層
す
な
わ
ち
中
産
的
農
民
層
へ
の
.領
主
層
に

..
■
■.
.■
.
V
.'
.
- 

.

.

. 

.

.

.
■.
.
 

- 

■ 

■ .

■.
'
.

 

- .

..

.ノ

...

.
-:
;'
'-.
'
.
‘ 

.
し
.
..
.■
.
.
.
.

 

\

.

 

•

 

.

.

.

 

*

へ
よ
る
攻
擊
に

.よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

.

.
さ
て
そ
れ
り
で
は
こ
う
し
た
分
化
の
結
果
農
民
層
の
下
方
に
分
化
し
■て
ぎ
：た
.小
屋
住
や
借
家
人
は
、
世
襲
隸
属
領
民
制
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置 

づ
吁
ら
れ
る
の

.で
あ
ぢ
う

.か
。
こ
€>
:う
ち
借
家
人
は
自
&
の
宅
地
‘
.家
屋
を
全
く
持
た
な
..い'移
動
労
働
者
で
、
..土
地
に
緊
縛
は
さ
れ
な
い
が
特 

定
の
領
主
の
保

,1
を
受
げ
ね
ば
な
ら
ず
，
そ
れ
に
.よ
っ
.て
被
護
隸
属
領
民S

c
h
u
t
z
u
n
t
e
r
t
a
n
e
n

と
な
る
。
彼
等
は
い
わ
ゆ
る
夫
役
の
義
務
は
.負 

わ
ず
、
.領
主

め

保

護

に

対

し

：年

.数
日
の
労
働
と
若
干
の
賃
祖
を
提
出
す
れ
ば
よ
い
。
し
か
%■
■そ
の
.夫
役
に
対
し
て
は
標
準
の
賃
金
を
与
え
ら
れ 

る
。
し
か
し)j

う
し
た
名
目
的
独
立
性
に
も
.拘
ら
ず
、：
彼
等
の
児
童
は
通
常
の
僕
婢
奉
仕
に
か
り
だ
さ
れ
た
り
、
' 定
住
性
の
欠
如
か
ら
の
生
活
の

(

注
83)

. 

(

注
84)

下
安
等
で
決
し
て
安
定
し
た
暮
し
向
き
で
は
な
か
.？
た
よ
う
で
■あ
る
。
こ
れ
に
対
し
"
小
屋
住
の
.方
は
世
襲
隸
属
領
民
に
含
ま
れ
る
。

::

彼
等
も
本
来
の
農
民
と
比
べ
れ
ば
、
夫
役
請
求
は
.は
る
か
に
少
な
い
。
，彼
等
は
借
家
人
と
並
ん
で
騎
士
直
営
農
場
の
賃
労
働
者
で
あ
る
。
し
か 

し
彼
等
は
、
11
«
:
襲

隸

属

領

民

制

の

最

大

の

特

徴

で

あ
る
僕
婢
強
制
労
働
奉
仕
の
対
象
で
あ
り
、
籑
の
子
弟
は
数
年
の
強
制
労
働
を
強
い
ら
れ
る

の
で
あ
る
。：十

\
1|
*
1紀
熒
半
の
ム
ス
ヵ
ゥ
所
領
の
グ
ロ
ス
-'

デ
ュ
ー
べ
ン
.村
の
農
民
ば
自
分
達
の
子
供
が
三
年
も
の
激
し
い
強
制
奉
仕
に
か
り
だ

(

J =
.
6 \

 

. 

. 

.

さ

れ

'

し

か

も
 
一
#

一
 

タ
I
レ
ル：

の
賃
金
し
か
与
え
ら
れ
な
い
と
：苦
情
を
申
し
立
て
て
'い
8̂
。
.十
六
世
紀
半
ば
に
始
ま
っ
た
こ
.の
強
制
労
働
奉
仕 

の
制
度
は
、.

法
律
に
よ
っ
て
最
高
の
«

金
率
を
定
め
ら
.れ
て
お
り
、
十
七
世
紀
、
十
八
世
紀
の
度
重
な
る
戦
乱
に
よ
っ
て
労
働
力
不
足
と
な
り
' 

僕
婢
の
奪
い
合
い
が
生
じ
て
く
る
と
、
新
し
い
条
例
が
施
行
さ
れ
て
、
強
制
労
働
体
制
の
維
持
、
強
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
.

は
既
存
の
僕 

婢
強
制
や
最
高
賃
金
制
の
他
に
、
仕
事
を
も
た
.な
い
借
家
人
の
：僕
婢
強
制
へ
'の
組
：み
入
れ
が
意
図
さ
れ
、v

領
主
の
労
働
請
求
を
拒
否
し
、
良
由
な 

賃
労
動
に
つ
く
こ
と
が
罰
則
を
も
っ
て

厳
禁

さ
.れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
ま
た
十
八
世
紀
後
半
の
裁
判
記
録
に
.も
数
多
く
示
さ
れ
て
お
り
、
ク
ナ

(

注
88)

ッ
プ
の
い
う
よ
う
に
強
制
僕
婢
は
し
ば
し
ば
家
畜
以
下
に
取
り
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
？̂

'.
,-
V
 

さ
て
こ
う
し
た
僕
婢
奉
仕
強
制
は
、
日
雇
い
.労
働
で
，
そ

の

日
.の
糧
を
稼
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
.小
屋
住
に
と
o
て
^

一
 
般
農
民
以
上
に
大
き
い
経 

済
的
庄
カ
と
な
っ
た
.こ
と
は
い
う
ま
で
も

.な
い
。
’：
し

か

も

彼

等

の

子

弟

の

法

定

賃

金

が

::
-
'
自

ら

の

賃

金

水

準

を

最

低

水

準

へ

と

押

し

下

げ

る

傾

向

.
エ
ル
べ
以
東
，
上
.ラ
ゥ
ズ
ィ
ッ
ッ
地
方
の
農
村
市
場
町
a

四

五(

七
三
七)



を
う
む
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
"
そ
し
て
そ
の
上
狩
猢
奉
仕
、
使
い
走
り
奉
仕
、

奉
仕
等
不
定
期
の
奉
仕
請
求
も
あ
.つ
た
の
で
あ
る
。

:'
が
や
1>
て
-
接
の
.労
働
|
|求
ね

点

で

ほ

苯

来

：の
農
靡
よ
_

も

輊

い

労

働

負

担

G
e
s
i
n
d
e
z
w
a
n
g
s
d
i
e
l

の
制
度
に
よ
つ
て
極
め
て
特
殊
な
前
期
的
労
働
市
場
に
投
げ
こ
ま
れ
て
行
つ
た
の
で
あ
り
、

彼
等
と
彼
等
の
子
供
の
劣 

寤
货
券
働
条
件
と
低
貧
金
.と
ぞ
、
'騎
士
農
場
領
务
0
利
益
め
源
泉
で
あ
0,
た
。淳

;'
^
 

' 

■

.

,

と
こ
ろ
で

-
う
1>
;
だ
#
フ
ケ
ズ
：ィ

ッ

グ 

ぺ
ゎ
&
営
農
場
緩
営
敦
良
や
さ
ら
に
は
逃
散
とI

揆

：■'
.
:

(

特

に

前

者

が
こ

の
地
方
の
農
民
抵
抗
の
中
心
で
あ
る)

''
の
_々
り
か
：え
さ
.れ
' る
中
で
必
然
化
し
て
：行 

:ぐ
娘
撒
労
働
体
系
.の
自
由
賃
労
働
体
系
へ
：の
転
換
に
お
い
.て
も
、
そ
の
本
質
を
失
う
こ
.と
は

な

か

：マ
た
と

い

つ
て
よ
い:0
こ
、
の

地

方

の

領

主

経

営

.

• 

- 

' 

-(

注
90)

改
良
は
、
主
に
農
業
技
術
の
観
点
か
ら
研
究
さ
れ
、：：社
会
経
済
制
度
と
し
て
の
再
版
農
奴
制
そ
の
.も
の
は
殆
ん
ど
問
題
と
さ
れ
な
か
つ
た
'0
J •

G 
•
レ
.オ
ポ
ル
ト
、

N 

:

G

;

レ
ス
ヶ
、，
K

•
G
. 

•
>

 

•ア
ン
ト
ン
、

.リ
一'

V

ユ.伯
等
の
農
業
技
術
改
良
の
主
張
者
達
の
中
で
、
農
奴
制
の
改
革

■
 

、よ̂
1)

.

.

.

を
主
張
し
.た
©:は
レ

.

.

と
；ア
ン
ト
ン
で
：あ
り
、
特
に
農
民
出
身
の
レ
.ネ
ヶ
の
積
極
的
主
張
が
目
立
づ
位
で
あ
る
。：
そ
：れ
所
か
、
実
際
に
三
圃
農 

法

0
克
眼
や
ク
.ロ
ー
ヴ
ァ
そ
の
他
の
飼
料
作
物
裁
培
を
と
り
入
れ
た
七
年
輪
作
農
法
の
採
厝
が
試
み
ら
れ
る
と
、/
休
閑
地
の
廃
止
や
共
同
放
牧
地

(

注
92)

 

'

、

の
廃
止
を
は
じ
め
、
.か
え
つ
て
騎
士
農
場
領
主
制
の
苒
編
強
化
の
方
向
を
必
然
化
し
て
行
く
こ
と
に
；な
つ
た
の
..で
あ
る
。
具
体
的
に
こ
う
し
た
領 

主
の
新
1>
い

試

み

に

伴

う

共

同

体

規

制

の

破

壊

や

夫

役

請

求

，.の
増
大
は

 
> 
先
の
.こ
0 -
地
域

-#
^

0遵
民
層
の
下
方
に
向
.つ
て
の
分
化
の
傾
向
に
拍

車
を
卜
汙
、
ぞ
こ
か
ら
前
期
的
賃
労
働
者
の
大
群
が
成
立
1;
て
く
る
の
で
あ
'る
。.
こ
れ
は
十
八
世
紀
後
半
が
ら
の
.不
定
期
土
地
保
有L&besitz

- 

-

-

.

の
士
ー
襲
保
有
へ
の
転
換
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
石
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
領
主
の
ィ
.
-ーシ
ャ
テ
ィ
ブ

.の
下
で
、
し
'か
4
領
主
の
上
級
所
有
権
を
確
認

' 

• 

、t
3

)

す
る
形
に
お
.い
て
の
.保
有
権
変
換
で
し
か
な
か
.
0 

^
0 

,

し
か
も
そ
う
.し
た
.領
主
経
営
改
良
の
純
技
術
的
観
点
で
さ
え
も
、
こ
の
地
方
の
保
守
的
貴 

族
に
は
十
九
世
紀
初
頭
ま
で
こ
れ
を
受
け
入
れ
ず
/
"
'
こ
こ
に
十
八
世
紀
末
の
農
民
の
抵
抗
の
爆
発
、
世
論
の
高
揚
、
.さ
ら
に
は
こ
の
地
方
の
五
分 

の
三
：の
地
域
の
。フ

.P
イ
セ
ン
領
ベ
の
編
入
等
の
外
部
条
件
に
よ
つ
て
、
漸
く
こ
の
地
方
の
農
奴
解
放
の
動
き
が
本
格
化
し
た
の
で
あ
る
。
.特
に
す

で
に
千
八
百
七
年
か
ら
十1

年
に
か
け
て
農
奴
解
放
令
を
出
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
へ
..の
編
入
に
よ
り
I
フ
i=
r
イ
セ
ン
農
奴
解
放
と
同
様
の
改
革 

が
臾
施
さ
れ
た
こ
と
.は
歴
史
の
一
つ
の
皮
肉
で
あ
っ

'が
。
.'
そ
し
て
こ
れ
に
よ
り
領
主
は
、
こ
れ
ま
で
の
直
営
地
に
、’
さ
ら
に
各
農
家
か
ら
三
分
の 

一
の
農
地
を
合
法
的
に
収
奪
し
て
付
け
加
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
：の
で
あ
る
。
ま
た
ザ
ク
セ
ン
候
国
：に
残
っ
た
弛
域
は
そ
の
後
千
八
百
三
十

(

注
96)

-

:

二
年
の
解
放
令
で
、
同
様
の
ブ
ロ
イ
セ 

>
型
の
改
革
へ
と
ふ
.み
き
る
，こ
と
と
■な
っ
た
の
で
あ
る

。

.

.
さ
て
騎
士
農
場
領
主
制
の
.こ
の
ょ
ぅ
な
苛
酷
な
農
民
支
配
は
、
.:
-当
然
商
品
経
済
に
お
，け
る
領
主
の
圧
倒
的
優
位
に
深
く
つ
な
が
る
の
で
あ
る

が

領
主
達
は
こ
.の
面
に
ぉ
ぃ
.て
さ
_ぇ
農
民
的
小
商
品
経
済
の
可
能
性
を
絶
滅
す
る
た
め
の
諸
方
|
を̂
実
行
し
、::
農

民

経

済

に

追

打

ち

'を

か

け

る

の

で

あ

る

。

そ

れ

は

領

主

が

資

本

力

に

物

を

言

わ

せ

製

粉

小

屋

、
，
醸

造

小

屋

、

：：

養

魚

池

等

のft
施
設
を
独
占
的
に
建
設
し
、
或
る
も
の
は
使
用
強

.

.

.

.

.

•

 

-

 

\
 

*

:

 
t

 

.

'

，主

1)

.

制
を
行
な
い
、，或
る
も
の
は
独
占
的
に
経
営
及
び
販
売
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
領
主
的
商
品
経
済
の
優
位
を
さ
ら
に
は
か
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
在
則 

期

的

独

占

商

品

経

済

を

実

現

す

.る

に

は
、
'
:封
建
領
主
の
強
制
支
®
の

金

-#
系
特
に
裁
判
領
主
制
に
..よ
る
強
制
が
重
要
な
役
割
を
果
し
た
；
と
は
、
 

い
う
ま
で
も
な
い
。

-办
ら
の
慰
み
の
中
で
特
に
こ
.

AJ

次

言

及

；し
て
お
'き
た
い
の
は
、
ビ
ー
ル
め
醸
造
及
び
こ
れ
の
一
手
販
売
で
あ
ろ
う
。

ビ

ー

ル

醸

造

業

に

お

：い

rt
は
、
•：十
灰
世
紀
以
来
領
其
の
.手
で
既
存
の
都
市
醸
造
業
に
対
抗
し
て
領
主
_
営
：の
醸
造
業
が
農
村
内
で
発
展
さ
せ
ら 

れ
、
十
七
世
紀
に
は
す
で
に
都
市
の
独
占
体
制
を
か
な
り
崩
壊
せ
し
め
た
と
い
わ
れ
る
。
：；こ
の
時
期
が
丁
度
直
営
農
場
制
の
確
立
期
で
あ
っ
た
こ 

と
も
興
味
深
い
が
、
さ
ら
：に
こ
う
し
：て
：製
造
さ
れ
た
ビ
ー
ル
は
屮
八
世
紀
に
は
広
®
に
.移
出
さ
れ
て
い
る
と
共
に
、
農
村
内
部
で
も
独
占
的
に
販

t

 

^
-198)

売
さ
れ
、
-;
領
主
経
済
の
収
入
の
重
要
な
1
:翼
を
形
成
乙
て
い
た
の
で
あ
る
。
'.

• 

. 

.

. 

. 

-'

-
V 

.

.

.

.

.
 

, 

. 

*

.
例

え

ば

，
千

七

亩

八

十

{
年
の
'ク
ロ
：ス
タ
ゥ
村
の
領
主
記
録
簿
に
は
.

「

ク
ロ
：ス
タ
ゥ
や
他
の
+
地
か
ら
外
へ
結
婚
し
て
行
く
女
性
は
誰
で
も
一
フ 

ィ
ァ
テ
ル
の
ビ
ー
ル
を
婚
礼
の
折
に
領
主
よ
り
受
け
と
：ら
ね
ば
な
ら
ず
、
■;
そ
の
他
の
ビ
ー
ル
飲
み
は
：村
の
居
酒
屋
0'
&
1
0
^
器
1̂
日
で
さ
れ
る
ベ 

き
で
あ
る」

，
.と
規
定
さ
れ
て
い
る
。;:
ま
た
他
の
例
で
は
こ
.う
し
：た
.阪

売

強

制

に

嚴

反

し

た

：場

合

は

、

'-
.
-
逮
 

ま
た
騎
士
農 

場
領
主
へ
の
，
こ
：
の

.種
の
販
売
強
制
が
、
い
か
に
広
範
に
行
な
わ
れ
て
い
た
か
は
、
千
七
百
ニ
年
領
邦
政
府
が
、
騎
士
農
場
領
主
に
自
己
の
領
民
に
対

:ン？
へ.'.
-
:''
-
'
;
:
:-
;
:录

^

㈡
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(

注
w)

し
、

一
定
量
の
ビ
ー
ル
を
強
制
す
る
こ
'と
を
禁
止
す
る
旨
の
政
令
を
出
し
て
い
る
こ
と
で
も
判
る
。
'
.

ま
た
今
、、ハ
ゥ
：ッ
ェ
.シ
南
西
で
あ
る
が
、
後
に
千
八
百
1
1十
年
に
市
場
町
と
な
0
,た
典
型
的
な
騎
士
農
場
村
落
ガ
ゥ
ス—

ヒ
と
そ
の
周
辺
の
村
落

.一.

.

(

注
01
ノ
 

.

.
■
■
' 

,

所
領
の
千
七
亩
六
十
九
年
に
：お
け
る
収
入
目
録
を
第
十
五
表
に
あ
げ
て
お
：こ
欠
そ
こ
で
は
醸
造
業
か
ら
の
利
益
は
、
' ビ
ー
ル
と
火
酒
の
両
方
で

:

六
百
ヒ
十
タ
|
レ
ル
十
/\
グ
ロ
.ッ 
'ゾ
X
ン
八
ぺ：

ニ..匕
で
、
■総
収
入
の
約T

割
に
当
り
、
さ
ら
に
ガ
ゥ
ス
ィ
ヒ
そ
の
'他
の
村
で
の
酒
類
専
売
か
ら
の

: 

.
.
.
.
.
.
.

 

. 

. 

.

. 

—

収
入
も
九
十
タI

レ
ル
ば
か
り
あ
るf

,

.

/

'

:

 

V

 

•

.

ハ

.
 

;

.
こ
ぅ
し
た
領
主
の
局
地
的
商
品
経
済
独
占
.の
傾
向
は
、：
単
に
ビ
ー
ル
等
の
嗜
好
品
の
販
売
の
：み
な
ら
ず
主
穀
等
，の
生
活
必
需
品
の
販
売
に
お
い 

て
も
看
取
さ
れ
る
。
今
中
部
地
域
に
属
し
、
村
白
休
は
分
散
し
た
森
林
フ
ー
へ
村
で
あ
る
.が
、；
肩
辺
に
一
一
‘つ
の
小
屋
住
定
住
地
を
も
つ
ラ
ー
メ
ナ 

ゥ
騎
士
農
場
の
千
七
百
四
十
八
年
の
収
入
目
録
を
み
る
と
S
 
土
ハ
き
、
M
村
住
民
へ
の
穀
物
、
_
、
等
の
販
売
が
ビ
ー
ル
の
販
売
と
並
ん
で
重

(

注
0?)

: 

:

一
 

.

要
な
収
入
源
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
判
1̂
。
こ
の
村
に
.は
.千
七
亩
八
十
年
当
時
農
村
市
場
が
あ
っ
た
.ら
し
い
が
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
領
主
的
商
品 

経
済
の
結
節
点
と
し
て
の
農
村
市
場
で
あ
0
た
0
-
.
.

'
.
 

;

か
く
し
て
中
部
以
北
の
農
村
市
場
町
は
、.
騎
士
農
場
領
主
制
を
基
軸
と
す
る
封
建
領
主
の
前
期
的
商
品
経
済
の
中
心
点
と
し
て
成
立
し
て
く
る 

の
.で
あ
る
。
千
七
亩
五
七
五
年
力v

ゼ
ー
ル
.リ
ン
ク
伯
が
ク
ロ
ス
タ
ゥ
村
の
所
領
を
獲
得
じ
た
折
、
バ
ゥ
ッ
ェ
.ン
の
領
邦
地
域
官
庁
へ
.の
ニ
タ
ー
レ 

ル
の
税
金
と
：引
換
に
領
邦
君
主
は
年
ニ
回
の
家
畜
市
場
、
，歳
市
場
の
開
設
を
許
可
し
て
い
る
。
ま
た
千
七
百
六
十
六
牟
バ
ゥ
ッ
ヱ
ン
近
郊
の
■ク
ラ 

ィ
ン

*
ガ
ゥ
：ス
ィ
ヒ
に
家
畜
市
場
及
び
歳
市
場
の
.認
可
が
与
え
ら
れ
て
f

M
。
：
ま
た
千
七
百
九
十1

年
市
場
町
と
，な
っ
た
騎
士
農
場
村
落
バ
ル
ー

• 

(

注
10
5) 

•

ト
村
の：

ニ
.回
の
歳
市
に
は
総
計
七
百
五
十
一1

台

の

屋

台

が

数

え

：ら

れ

た

と
.い
ぅ
。

士

そ

し

て

先

：
に

み

：
た

ょ

3

な

騎

士

農

場

領

主

制

の

上

か

ら

の

：近

代

化

と

：そ
の

.下

で
.の
特
殊
な
寶
労
働
者
の
：創

出

の

過

程

が

進

め

ば

進

む

：ほ
ど
、

こ 

の
種
.の
.領
主
的
局
地
市
場
は
そ
の
成
立
基
盤
を
確
立
す
备
の
で
あ
る
。：
.(

':

.
'
'

'か

み

.'

ぺ

.
'以

土

輩

：に

み

て

き

た

上

.ラ
，
ゥ
ズ.イ
ツv

ツ
地
方
中•部
か
ら
北
部
に
か
.け
て
.の
社
会
的
分
業
と
農
村
市
場
.町

,©
:特
殊
な
関
係
は
、

一r方
に
'お
い
て

エ
ル
べ
以
東
，
上
ラ
ゥ
ズ
ィ
ッ
ッ
地
方
の
農
村
市
場
町
㈡
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第 十 六 表 .Rammenau所領の収入.目録 

(1748-1749)
第十五考 GauBig及びそれに属する所 

領の収入目録（1769)

权 ぺ 入 圓 m
貨幣単位 

Pf.
穀物販売（特に村落 248 23 6
住民へ)
火 表 販 苑 2 19
燕 表 販 売 37 3
農民の紡いだ麻糸販 35 6 . _
5b
思 販 ： 売 29 ...― . : .,■
牡 牛 m 売 .41 5 6
牝 牛 m 峁 25 6 —
仔牛販売（肉屋へ)ヽ 50 6 —

山 竿 4 9 —
■乳’牛からのバ.タ一 . 107 10 —
ミルク. • — ズ販売 28 14 4

豚 / 8 12 —
羊と羊毛収入（619 291 6 11
頭の羊からの） ’
家禽と卵（一部農民 26 丨:5 9
の負:租）
漁撈収入（ドレステ* 177 22
ンへのM売 )...:：.

煉 瓦 販 売 . 28 15 6
醸造収入(特に村落 520 23
住民への販売)
火 酒 取 . 売 64 6 ■ —
木 材 販 4. 412 16
薪木販売(外部への) 16 18
柴 収 • 入 130 19 ■ .

柱 や 板 (建築材) 31 18 4

葺 (屋 根 板 ) 1 4 —
狩 獬 収 益 12 ’ 12 • .

■返 ぐ ' 済ン. 金 153 4

tu： 製 n 祖 57 3 6
保 護  ' 税 6; ..一

世 襲 n 租 10；! 18
夫 裣 金 納 169 13 6
n 租 1 1 6
n . ;. 金 1 P  8 —

製粉小屋貨貸料 103 —
:—

滔類琢 売収 益 66 • :—- . . —
屋 敷 货 貸 料 10 12 — .

農地，放牧地，街道 41 18 * —
隽 租 ‘

総 に 計 2902 4 i

支出は領邦税，農場
日屈い労働の貨金，
手工業者の貨金，家 1887計のための諸必要経 一 10
费，慈善及び上級領
主へのM料の食料供 ,
与

純 益 1015 3 3

収 入
貨幣単位 

Taler
貨幣率位 

Pf.

相 — 貢 租 141 7 : ?
G a u ssig村での 
酒類専売収入

70 、 • ■■—

G au ssig村での
鍛冶屋賃貸料

14 ..

G a u ssig村での1 
製粉小屋賃貸料

100 ■.-- , -—

Kleepusch での 
酒類専売収入

20 '  — —

Diehmen村での: 
製粉小屋収入

16 — —

挺 金 の 残 り 3 5 6

2 回の歳市での 
課掷金

20 — ' —

Diehmen村の貢， 
祖 穀 物 （ライ麦 
か ？)

16 22 6

貢 租 本 麦 5 6 —

貢 租 燕 麦 11 3 9

麻 種 貢 租 15 : —

小  麦 183 6 - — .

穀 、 ’ 物 797 ；8 3

木 麦 513 . . ：— ■

燕 麦 320 12 9

豌 ： 豆 3 1 ’ -

.......
やはずえんどう 24 '丨 ~
麻 . 種 子 13 ■ —

亜 麻 収 益 16 6 .し . . —

キャベツ•馬鈴
m

15 —* -

ホ . ‘ツ .プ. 16 — . . . "
家 畜 収 益 781 ; 21 4

漁 撈 収 牮 64 9 ,7

醸 造 収 益 507 10 8

火 酒 163 8 —

菜 園 収 益 20 — —

総 収 入 （但しこ 
れ以外に狩狱， 
教会関係，裁判 
関係で 1200Tal 
e r の収入あり）

3746 —

総 支 出 345 — —

:

四
八
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ソ

容

她
解
特
有
の
自
然
条
件
に
規
定
さ
れ
る
へ
ど
共
に

^
他
方
^
 ̂

つ
て
.よ
り
強
く
規 

定

ざ

れ

て

い

：る

ど
.い
先
^
ぅ
。' 
こ
.の
：た.め
多
少
存
在
す
る
社
会
的
分
寒
の
展
開
も
、.
領
主
的
商
品
経
游
を
補
強
す
る
も
の
と
し
か
な
ら
ず
、
こ
の 

地
域
に
成
立
す
る
農
村
市
場
は
、
由
倒
的
に
領
主
の
直
営
地
経
営
に
基
く
特
殊
前
期
的
局
地
的
商
品
経
済
の
凝
集
痛
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
な
く 

c
.
tな
ら
^

 V
の
で
あ
る
.
。

' 

こ
の
每
で
か
.か
.る
社
会
経
済
的
規
定
が
不
十
分
だ
と
は
い
え
、
K

 

.
ブ
ラ
シ
ュ

ケ
が
北
部
と
南
部
の
農
村
市
場
町
を

■

対
尤
し
、
南
部
の
そ
れ
が
農
村H

業
村
落
のH

業
活
動
に
基
く
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、

.

北
部
の
そ
れ
は
不
活
発
な
局
地
的
商
品
経
済
の
中
心
戾

,
 

(

注
10
6
>
 

、

で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
.の
は
、
真
に
興
味
深
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

.

-
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-
• 

.

.

.
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•
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Ibid,, SS. 
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Ibid., SS. 4
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(

4) 

Rudolf Forberger, Die 

M
a
n
u
f
a
k
t
u
r

 in Sachsen v
o
m

 E
n
d
e

 des 

16. 

bis 

zrnn A
n
f
a
n
g

 

d
s 19. 

Jahrhunderts, 

1
9
500
.
の
附
表
。

.

'な
お
.

H

ル
べ
以
西
の
社
会
的
分
業
.の
展
開
に
つ
い
て
は
拙

稿

「

近
世
初
頭
中
部
ド
：ィ
ッ
の
農
村
都
市
、
市
場
町
に
つ
い
て」

三
田
学
会
雑
誌
五
十
六
巻
三
、
 

八
、
ナ
号
、
松
.尾

展

成「

封
建
的
危
機
の
経
済
的
基
礎
丨
ザ
ク
セ
ン
の
場
合」

.
西
洋
経
済
史
講
座
第
三
卷
五
十
三
丨
八
十
頁
参
照
。

■5)

前
掲
拙
稿
特
に
三
田
学
会
雑
誌
五
土
ハ
卷
八
号
参
照
'

へ
 
6) 

G
u
s
t
a
v
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u
b
i
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n
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 .Arno Kunze, 

Leinenerzeugung 

目
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i
m

otstlichen Mitteldeutschlandzur 

Zeit 
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u
n
f
t
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w
i
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6
9
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7
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W
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d

 Gutsherr in d
e
r
o
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r
l
a
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SS. 
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r
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u
b
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A. Kunze, a. a. 0., SS. 

11113, s. 
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27
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w  35 34 33
• 、ノ 、■ノ 、ノ̂

■?? w  ;> >

(

54) 

：W
.

 Boelcke, a. 

a
.
'
o
. 

s. 

2
。2; 

A. Kunze, 

a. 

a. 

0., S. 

177; 

G. 

Aubin, 

u. 

A. 

Kunze, 

a. 

a. 

p
, s,

142, 

165, 

173, 

2
〇9.

55) 

.拙
稿

「

近
世
初
頭
中
部
ド
イ
ッ
の
農
村
都
市
、
市
場
町
に
つ
い
て」

㈡
三
由
学
会
雑
誌
五
十
八
卷
十
号
参
照
。

:

(

56) 

A..,-Kunze, 

a
.
.
a
.
.
p 

s,.176; 

R, ForbergeJ a, a. 0., S
；
165.

.

.な
お
こ
の
..村
に
は
千
六
百
四
十
七
年

.に
す
で
に
麻
織
工
十
六
人
、
日
雇
い
八
人
、
 

ヾ
紡
糸
エ
十
五
人
、
屑
拾
い
一
人
と
い
っ
た
社
会
的
分
^
の
局
地
内
の
展
開
が
み
ら
れ
る
。

同
様
の
社
会
的
分
業
に
つ
い
て
は
、A. 

Kunze, ibid., S. 

.
100
6
卜 

.参
照
。
例
え
，は
十
八
世
紀
初
頭
の
シ
ュ
ピ
ッ
ッ
•
ク
ン
ネ
ル
ス
ド
ル
フ
村
で
は
小
屋
住
の
内
に
は
二
十
四
人
の
日
雇
い
、十
一
人
の
織
工
、
三
人
の
助
手
、
二
人 

の
大
エ
、.'
ー'人
の
肉
堅
、
楽
手
、
木
こ
り
‘
借
家
人
中
に
ぼ
十
ニ
人
の
織
エ
、
十
人
の
日
雇
い
、

一
人
の
左
官
、
そ
の
職
人
、
大
工
、
そ
の
職
人
、
仕
立
屋
、
 

.助
手
、
募
掘
人
が
，い
た
。
こ
ぅ
し
た
局
地
内
分
業
は
ー
定
の
小
商
ロ
|経
済
の
進
展
を
示
し
て
は
い
る
が
、
こ
の
地
域
で
は
そ
れ
が
近
代
的
経
営
内
分
業
に
ま
で 

中
々
発
展
し
な
い
の
で
あ
っ
た
。

,

.

(

57)

.
 

R. Forberger,- ibid., SS. 

215-219,

(

58) 

A. Kunze, 

a. a. 0., s. 

186.

59) 

Ibid., s. 

100
6
. 

.

6 0) 

Ibid., s. 
1
00

7.
, 

、 

.

(

61) 

Ibid., 

SS. 4

005-1S6.

62) 

Ibid., s. 
1
00
00

.. 

.
: 

, 

'

63)

.. 

'K'Blaschke, 

Z
u
r

 .siedlung

-̂und B
e

 V51kerungsgeschichte~vss.. 73-78.

64) 

Ibid.,'s.'

7
00
,
f
;

 

w
.

 

Boelcke, 

a. a. 
0
4
 

S
S
.
2
2
2
-
2
2
5
.

ボ

■エ
ル
ヶ
は
、
十
六
、

十
七
世
紀
の
農
民
の
抵
抗
が
主
に
逃
散
で
あ
り
、
特
に
ソ
ル
べ
ン 

人
の
逃
亡
は
十
八
世
紀
近
.く
に
な
っ
て
増
加
し
た
と
し
て
い
る
。
Js'
e
f Leszczs

ski, 

D
e
” Klassenkampf der oberlausitzer B

a
u
e
m

 in den Jahren 

.1635-1720, 

1964, 

SS. 

6
1
I
1
1
9
.

 

-
 
*

65) 

w.;Boelcke, a. a. 

0
., s. 

2
0
2
.

ボ

エ
ル
ヶ
は
.
±i
ラ
ゥ
ズ
イ
ッ
ッ
の
麻
織
物

-0
:
業
は
、
そ
の
工
業
的
器
用
さ
の
故
に
有
名
な
ば
か
り
か
、
農
村
麻
織 

,
エ
の
窮
乏
の
.た
め
に
ま
た
名
高
い」

と
い
ぅ
。( 

.

.

V

(

66) 

A; ..Kunze,.. 

a
.
.
.
a
.
o
.
,

TO
S
.
 1

8
Q
r
l
9
2
.
.

ク
ン
.ツ
■ヱ
の
評
価
は
か
.か
る

：
一

面

性

を
.よ
く
示
し
て
い
る
。

(

67)

北

条

功「

東
ド
イ
ッ
に
お
け
る
農
民
解
放
8-
西
洋
経
済
史
講
座
第
四
卷
五
十
七—

九
十
四
頁
。

.
ニ

68)

.
 

A'.Kunze, 

a
.
_
.
.
a
.
.
o
.
,
.
.
s
s
, 

1
8
3
1
1

00
4
,
 w.. Boelcke, 

a., a. 

0., 

s
，
187'ss. 

253—262..

69) 

w.'Bbelcke, 

ibid., s.

ふ

7
4ン
ボ
エ
ル
.ヶ
は
、
南
部
^ 1
ラ
.ゥ
.ズ
イ
ッ
ッ
で
は
：領
主
_の
直
営
農
場
が
農
民
の
農
地
と
.混

存

し

て^\
経

営

合 

'
理
化
：の
実
験
を
行
な
い
.や
す
か
っ
た
と
の
べ

.て
い

る

。

ン

：：：
.
1.

ー
 

、

ヱ
ル
べ
以
東

‘
^
ラ
ゥ
ズ
イ
ッ
ッ
地
方
の
農
村
市
場
町
㈡
 

五

三

(

七
四
五)



'

V

'
.
-

五

四

.

(

七
四
六)

.

70) 
Ibid., S

S
.
154-15

00'

そ
こ
に
.か
か
げ
ら
れ
た
表
七
の
中
に
は
、
.
ラ
ー

メ
ナ
ゥ
、
デ
ィ
ー
メ
ン
、
ブ
ッ
フ
ヴ
ァ
ル

デ
等
中
部
以
南
の
森
林
フ
ー
へ
村
の 

騎
士
領
の
領
主
経
済
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
.が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
森
林
ラ

!
.へ
村
地
域
に
：お
い
：て
さ
え
、
..封
建
領
主
に
ょ
る
局
地
的
商
品
経
済
の
把
握
が
か 

な
り
み
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

-
■

(

71) 

T
O
* 

T
O
O
T
, 

w
- 

f

o

f
 

- 

N
g
.

(

72) 

^

F 

g

d

, g. 46,151.

7 3) 

g
d
.
, 

s. 

151. 

‘

(

7 4) 

Ibid., s. 

1
2
0, 

1
00

9
.

75) 

I
b
i
r
s
.

 

120. 

.

(

7 6) 

Ibid., SS. 

12Q-122. 

、

(

77) 

Ibid., SS. 

1
2
2
3
s
,

7 8) 

Ibid., 

s
s
.
00
9
1
9
1.

(

79) 

Ibid., s. 9
5
,

100
6
.
ボ
エ
ル
ヶ
は
、
富
農
は
六
日
の
夫
役
の
下
で
も
日
傭
い
を
や
と
つ
て
経
営
を
齡
持
し
た
と
い
つ
て
い
る
。

(

8 0) 

Ibid., 

s
,
5
3
,

(53 )

舅

 SS. 57—58.

(

82) 

Ibid., S. 

132.

(

83) 

Ibid., SS. 

131-132.

(

84) 

s
d
: 

SS. 12Q-122. 

‘

85) 

Ibid., s. 99. 

,
:
i 

..

8 6) 

Ibid., S. 

195. 

: 

.

■

(

87) 

Ibid., SS.. i
-
1
3
s
,

 

191—
195 

. 

.

8 8) 

.
 Ibid: 

SS. 

1
9
4
-
1
9
5
,

(

89)

，I
b
i
r

Co
,
CD
P

90) 

Ibid., SS. 

159-222. 

V
. 

.

X
91) 

SS. 

159-169,

(

92) 

Ibid., SS- 

190-201.

(

93) 

Ibid., 

SS.

.
 252—2

6
3
.

千
八
百
年
六
月
十
日
オ
I
、、ハ
I V

オ
ッ
テ
ゾ

ハ
イ
ン
村
騎
士
領
と
農
民

エ
ン
ダ
ラ
I
の
間
に
取
り
結
ば
れ
た
直
営
解
放
契
約 

AblSsungsvertrag 

.は
以
下
の
ょ
う
な
も
の
.で
あ
っ
た
。
：

ニ

、
農
民
と
そ
の
家
族
は
世
襲
領
民
制
か
ら
解
放
さ
れ
、
夫
役
を
廃
止
さ
れ
、
以
後
世
襲
で
相
続
し
う
る
。
こ
れ
に
対
し
ニ
千
五
百
タ
ー
レ
ル
の
買
取
金
を
支 

:

払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
0
,'
:

: 

:

.ニ
、
，領
主
の
農
地
で
の
放
牧
権
は
廃
止
す
る
。
： 

_

三
、
濃
民
は
必
耍
な
税
负
担
を
自
分
で
嗆
う
。

.

.''四、
領
主
に
は
司
法
権
，
狩
狐
権
、
漁
撈
権
、
牧

羊

権(

農
民
の
土
地
で
の

)

を
留
保
す
る
。

り

: '

五
、
農
民
は
以
後
被
護
領
民
と
.な
り
.一
タ
I
レ
ル
の
保
護
税
を
支
払
う
。:-

',

:

:

:

.

:

:

六
、
土
也
の
譲
渡
に
さ
.い
し
て
は
、
四
％
の
譲
渡
税
を
支
払
う
べ
き
で
あ
り
、
世
襲
被
護
領
民
制
か
ら
の
解
放
金
は
、

一
人
一
.ド
ゥ
ヵ
ー
テ
ン
で
あ
る
。

七
、
領
主
は
先
買
権
を
も
つ

..
0

r
 

.

94
.

) 

Ibid., 

S3, 

1
700
-
100
3
,
 

213-272.

95〕
Ibid:'

沼
.27

1
-
2
7
2
,

:'. 

. 

:

(

96) 

Ibid., SS. 

272-2

009. 

•

(

97) 

Ibid., SS. 

132—
148.

9 8) 

Ibid., 

s. 

132, 

133, 

146, 

147,SS. 

1
5
4
-
1
5
8
:

99) 

Ibid., 

s. 

133.
(

10
0) 

§T
O
.
 

K
w
.

(

10
1)

ぼ

す

?°
»-
»
异

«

»

|

の̂
'

0

^

1ロ

2.
^

&〜

，
.
8
.
.
7
,
1
0
. 

:

(

10
2) 

I
 

- 

M
. 

^

 

w
- 

W

I

F
 

I

- 

w
-

(

10
3) 

w
o
m
l
*

(

10
4) 
s

r
CQ
. 

s

” 

w Blaschke, a. 

a. 

p s
.
1
0
.

ク
ラ
‘イ
シ
•
：

ガ
ウ
ス
ィ

ヒ

は
、
千
八
百
ニ
十
年
市
場
町
と
な
'つ
た
直
営
農
場
村
落
ガ
ウ
ス
ィ
ヒ
の 

.
傍
の
小
散
村
で
あ
る
が
、
こ
の
農
村
の
市
場
が
ガ
ウ
ス
ィ
ヒ
村
の
市
場
と
同
.一.か
ど
う
か
は
判
ら
な
い
。

f
 
I

L

F
 

p 

I
- TO
. ̂

.-

(

10
6)

.
 

w

w
p>
gB*
t̂
®
N
d
.

 Siedlungs-iL 

Bev61kenmgsgeschichte
〜
，
s.. 76..

.
 

.

. 

.

.

.

. 

.
 

-
 

' 

.

.

 

■
 

.

. 

. 

• 

i 

• 

•

'
 

. 

.

.

.

.

. 

.

.
エ
ル
べ
以
來
♦
上
ラ
ウ
ズ
ィ
ッ
ッ
地
方
の
農
村
市
場
町
㈡
：
 

.
五
'五

(

七
四
七)


